
第１章 主な改正点



工事監督におけるワンデーレスポンスの運用について

Ⅰ　目的

　　　　ワンデーレスポンスは、これまでも監督職員個々において実施していた「現場を

　　　待たせない」「速やかに回答する」という対応をより組織的なものとし、工事現場

　　　において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するものである。

　　（１） 品質確保への取組強化の一環

　　　　工事現場において、発注段階又は施工計画打ち合わせ時では予見不可能であった

　　　問題が発生した場合、対処に必要な発注者の意思決定に多くの時間を費やす場合が

　　　あるため、実働工期が短くなり工事等の品質が確保されないケースがあると指摘さ

　　　れている。そのため発注者は「ワンデーレスポンス」の実施等、問題解決のための

　　　行動の迅速化を図る必要がある。

　　（２） 工事の効率化

　　　　公共工事の受注者、発注者に課せられた使命は「良いものを、早く、安全に、適

　　　正な価格で県民に提供すること」と言える。個々の公共工事現場において、受注者、

　　　発注者それぞれにメリットがあり、かつ誰にでも取り組むことができる共通目標の

　　　ひとつに、「速やかに工事を完成させる」ことがあげられる。

　　　　安全と品質を確保したうえで、受注者と発注者が協力して適正な工程管理をおこ

　　　なうことにより、速やかに工事を完成させ、早期に供用開始をおこなうことでメリ

　　　ットが発生する。

Ⅱ　対象工事

　　　　原則として、全ての工事を対象として実施するものとする。

Ⅲ　実施方法

　　（１） 受注者からの質問、協議への回答は、その日の内（２４時間以内）に行うこと

　　　を基本とする。但し、土・日等の閉庁日を除く。

　　（２） 即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認のうえ

　　　回答期限を予告するなど、回答をその日のうちに行う。

　　（３） 予告した回答期限を超過する検討期間が必要と判断された時点で、速やかに新

　　　たな回答期限を通知する。

　　（４） 受注者からの的確な状況説明資料等により、早期に報告を受けることがワンデ

　　　－レスポンスの前提となるため、受注者に対してもこの取り組みの意義と目的を周

　　　知するものとする。

Ⅳ　その他

　　　　発注者及び受注者は、ワンデーレスポンスの趣旨を十分に踏まえつつ、その円滑

　　　な実施に努めるものとする。
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工事監督における

ワンデーレスポンスを実施します
（－工事現場を待たせない迅速な対応－）

本県の公共事業を取り巻く環境は非常に厳しいなかで、事業の執行にあたっては、工事の品質を確保しながら、

よりスピード感を持った対応がますます求められております。

このため、「現場を待たせない迅速な対応（以下、ワンデーレスポンスという）」の実施により問題解決のための

行動の迅速化を図ることが必要となっております。

つきましては、これまで監督員が個々において実施していた「現場を待たせない」「速やかに回答する」という対応

をより組織的なものとし、工事現場において発生する諸問題に対し迅速な対応を実現するための取り組みとして

ワンデーレスポンスを実施することとしましたのでお知らせします。なお、この取り組みをスムーズに実施するため

には、受注者側の早めの相談が欠かせませんのでご協力ください。

対象工事

高知県発注の全ての建設工事

実施時期

平成２１年４月１日以降の契約工事より実施する。

実施方法

工事現場からの協議・質問には、基本的に 「その日のうち （２４時間以内）」 に回答します。

「その日のうち」 に回答ができない場合は、 「回答期限」 を 「その日のうち」 に回答します。

監督員が不在の場合は、組織 （総括監督員など） にて対応します。

工事現場の「手待ち」をなくし、

安全で効率的（時間的・経済的）な施工の実現を目指します。
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備考

1 各工種 使用機械 指定ラベルの貼付＋現場駐在が判断できるもの

2 土工 盛土・埋戻
・40ｍ毎３層に１回近撮と全景〔巻出し時〕
・転圧機械又は地質が変わる毎に１回及び３層に１回近撮と全景
〔締固め時〕

3 ブロック積工 胴込・裏込
・各変化点
・３ｍ未満、上下端
・３ｍ以上、上下端及び中間

施
工
計
画
書

4
（３）作業主任・
　　資格等一覧

・現場に掲示し、必要とされる有資格者の記録を保管する。
・施工計画書には、必要な免許種別を記載した様式のみを添付。

管
理
基
準
等

5 鉄筋挿入工
管理基準の改
訂

段階確認回数、出来形管理基準及び規格値の変更並びに写真管
理基準変更

H23.10.5通
知

検
査

6 その他
舗装抜き取りコ
ア数の変更

施工面積10,000㎡につき1箇所以上コアーにより検査
（ただし、施工面積10,000㎡以下の場合は2箇所以上）

R5.7.1改正
出来形寸法検
査基準

7
建設副産物の適
正処理

E表
コピーの提出は不要、監督職員の確認を受ける。ただし、検査時
には提示すること。

8 使用量一覧表
現場打ちコンクリートのみ、但しアスファルト合材及び法面工等工
種により必要なものは、監督職員と協議する。

9 施工経過図
現場打ちコンクリート及びトンネル掘削等施工経過図により進捗状
況との照合が必要な工種

施
工
計
画
書

10 総合工程表
舗装工事など工種が少なく工事期間が短期間で終わる工事につ
いては、監督職員と協議のうえ、技術管理要綱第5条第1項（３）そ
の他の工程表（様式５）で代用できる。

管
理
基
準
等

11 鉄筋挿入工
管理基準の一
部改訂（暫定）

段階確認、品質管理基準の変更
H25.4.22
通知

管
理
基
準
等

12 鉄筋挿入工
管理基準の一
部改訂（暫定）

品質管理基準の変更 H26.4.23

施
工
計
画
書

13 表紙 ・施工計画書から打合せに関するものを除き、表紙の様式も変更

工
事
打
合
せ

14
施工計画に関する
工事打合せ

・工事打合せ簿を使用した提出とする。
・打合せ記録を添付

写
真
管
理

15 過積載防止

・あらかじめ撮影したダンプトラックの車両ナンバー・荷台形状の
写真を各工事で使用してよい。
・監督職員並びに検査職員の求めに応じて、自動車検査証及び
定期検査合格証を提示する。

H27.3.16

写
真
管
理

16 各工種 使用機械
あらかじめ撮影した「建設機械の全景」「排出ガス対策型建設機械
指定ラベル」等の写真を各工事に使用できる。

H27.8.21

17 各工種 材料確認

ＪＩＳ認定のコンクリート２次製品について、「全景」及び製品に印字
されている「製造会社」「規格・種別」「製造年月日」「ＪＩＳマーク」の
判読できる写真撮影が可能な場合は、形状寸法の撮影を不要と
する。

H28.6.1

18 各工種
小黒板電子情
報化

受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時
に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事
写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整
理の効率化、工事写真の改ざん防止を図る。

H29.3.31

備考
施
工
計
画
書

19
建設副産物の適
正処理

再生資源利用
（促進）計画及び
実施書

建設リサイクルデータ統合システム（CREDAS)がH30.3.31をもって
利用できなくなるため、受注者は、建設副産物情報交換システム
（COBRIS)による作成とする。

H30.3.13

工事提出資料の一部改正表（平成２２年度改正）

項目 内容

工事提出資料の一部改正表（平成２３年度）

工事提出資料の一部改正表（平成２４年度）

工事提出資料の一部改正表（平成２５年度）

工事提出資料の一部改正表（平成２６年度）

写
真
管
理

提
出
資
料

工事提出資料の一部改正表（平成２７年度改正）

内容

工事提出資料の一部改正表（平成２８年度改正）

写
真
管
理

工事提出資料の一部改正表（平成２９年度改正）
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備考

写
真
管
理

20 各工種 材料確認

ＪＩＳ認定製品以外のコンクリート２次製品のうち関係土木事務所
（事務所）の技査による品質検査に合格した製品のうち製品に印
字されている「製造会社」「規格・種別」「製造年月日」の判読でき
る写真撮影が可能な場合は、JIS製品と同様に形状寸法の撮影を
不要とする。

H30.8.29

確
認
表

21 起工測量
起工測量の結果、設計図書と相違が無い場合は、確認表と野帳
のコピーのみの提出とする。

R2.4.1

写
真
管
理

22 特殊車両
到着時の時刻及び誘導車の配置状況のみとする。出発時や通行
途中の写真は不要。

R2.4.1

遠
隔
臨
場

23
段階確認
材料確認
立会

「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とする作業について遠
隔臨場（ウェアラブルカメラ等）を適用して、受発注者の作業効率
化を図る。

R2.4.1

出
来
形
管
理

24 施工経過図
場所打ちコンクリート（主たる構造物）及びトンネル掘削等施工経
過図により進捗状況との照合が必要な工種で作成
なお、契約額1000万円未満は省略

R3.4.1

写
真
管
理

25
品質管理写真及び
出来形管理写真

・公的機関で実施された品質証明書を整備できる場合の品質管
理写真は省略する。
・完成後明視でき容易に測定可能な箇所の出来形管理写真は省
略する。
・監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した箇所の出
来形管理写真撮影は省略する。

R3.4.1

写
真
管
理

26 使用材料写真

・鉄筋構造物の加工鉄筋の形状寸法及び使用数量写真の撮影
は省略する。
（形状寸法と使用数量は組立確認により兼ねる）、だたし保管状
況については撮影する。

R4.2.4

写
真
管
理

27
用材林等の伐採の
写真

１）伐採前と後の全景写真
２）胸高直径の計測状況の代表写真
　だたし、胸高直径の計測確認は、全数で行うこと。

R5.1.19

施
工
管
理

28 工事日誌 全工事 全ての工事で省略する。 R7.7.1以降

工
程
管
理

28 履行報告 全工事
確認票に履行報告書を添付（翌月の5日までに提出、工程
表や写真等の根拠資料は不要）

R7.7.1以降

工事提出資料の一部改正表（令和７年度改正予定）

工事提出資料の一部改正表（令和４年度改正）

工事提出資料の一部改正表（令和４年度改正）

工事提出資料の一部改正表（令和３年度改正）

工事提出資料の一部改正表（平成３０年度改正）

内容

工事提出資料の一部改正表（令和２年度改正）
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項目 細目 簡素化の内容 適用日・根拠

写真管理
品質管理写真及び出来形

管理写真

監督職員または現場技術員が臨場して段階確認した
箇所の出来形管理写真撮影は省略する。
※ただし、出来形寸法管理は必要です。

R3.4.1以降契約適用
R3.2.26付け２高技管第333号
高知県建設工事技術管理要綱の一部改
正

写真管理 用材林等の伐採の写真
・伐採前と後の全景写真
・胸高直径の計測状況の代表写真
　ただし、胸高直径の計測確認は全数で行うこと。

R5.1.19付け４高技管第462号
R5テキストP1-10参照

写真管理
産業廃棄物の運搬状況写

真

産業廃棄物が処分前の寸法確認や処分場での計量（レシート等）など
により、処分の設計数量が確定できる場合は、各積載重量別車両毎に
１工程以上の運搬写真撮影とする。
※１工程の運搬写真とは：搬出時の荷姿及び処分場到着時の２枚と
し、追跡写真は不要。
※黒板には、運搬車のナンバー、出発時刻を記載。
※各積載重量別車両毎とは：運搬車が「１０ｔ車１０台」「４ｔ５
台」の使用であれば、「１０ｔ１台」「４ｔ１台」以上の写真を撮影
とする。

H30.4.24付け30高技管第42号
テキストP1-36参照

写真管理
ダンプトラックによる土
砂の搬入及び搬出状況写

真

各積載重量別１台（例えば10トン車で１台）、４ト
ン車で１台、土砂積込み時（積載高が分かる）及び
土砂荷下ろし時の写真撮影とする。
※追跡写真は不要。

写真管理 特殊車両
到着時の時刻及び誘導車の配置状況のみとする。出
発時や通行途中の写真は不要。

R2.4.1
テキストP1-5参照

写真管理 使用材料確認

鉄筋構造物の加工鉄筋の形状寸法及び使用数量写真
の撮影は省略する。
（形状寸法と使用数量は組立確認により兼ねる）、
だたし保管状況については撮影する。

R4.2.4
テキストP1-5参照

写真管理 材料確認

ＪＩＳ認定製品以外のコンクリート２次製品のうち
関係土木事務所（事務所）の技査による品質検査に
合格した製品のうち製品に印字されている「製造会
社」「規格・種別」「製造年月日」の判読できる写
真撮影が可能な場合は、JIS製品と同様に形状寸法
の撮影を不要とする。

H30.8.29
テキストP1-5参照

写真管理 材料確認

ＪＩＳ認定のコンクリート２次製品について、「全
景」及び製品に印字されている「製造会社」「規
格・種別」「製造年月日」「ＪＩＳマーク」の判読
できる写真撮影が可能な場合は、形状寸法の撮影を
不要とする。

H28.6.1
テキストP1-4参照

写真管理 小黒板電子情報化

受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の
撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の
電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うこと
により、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工
事写真の改ざん防止を図る。

H29.3.31付け28高技管第329号
テキストP1-4参照

工事関係書類の簡素化取りまとめ一覧

工事関係書類の作成を簡素化している項目をまとめたものです。
簡素化されている書類は検査時の提示及び電子納品への格納も不要です。
なお、下記書類の作成を簡素化することで工事成績評定への影響はありません。
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項目 細目 簡素化の内容 適用日・根拠

写真管理 使用機械
あらかじめ撮影した「建設機械の全景」「排出ガス
対策型建設機械指定ラベル」等の写真を各工事に使
用できる。

H27.8.21
テキストP1-4参照

写真管理 過積載防止

・あらかじめ撮影したダンプトラックの車両ナン
バー・荷台形状の写真を各工事で使用してよい。
・監督職員並びに検査職員の求めに応じて、自動車
検査証及び定期検査合格証を提示する。

H27.3.16
テキストP1-4参照

出来形管理 施工経過図

場所打ちコンクリート（主たる構造物）及びトンネ
ル掘削等施工経過図により進捗状況との照合が必要
な工種で作成
なお、契約額1000万円未満は省略
※施工経過図を作成する構造物については、施工打
ち合わせ時に協議を行うこと

R3.4.1（一部改正）
テキストP1-3・P8-3参照

出来形管理 出来形管理図表

図面等で表示可能なものは出来形管理図表を省略。
なお、契約額1000万円未満は省略。

※展開図に測定数値を記入し省略することができ
る。

テキストP1-3・P8-3参照

出来形管理 出来形管理図表
構造物等の出来形管理におけるヒストグラムの作成
は不要。

品質管理 コンクリートの品質管理

コンクリートの種別毎の総数量が５０ｍ3未満の品
質管理は１工種１回以上または、レディーミクスト
コンクリート工場（JISマーク表示認定工場）の品
質証明書等のみとすることができる。

提出書類
施工体制台帳

【下請関係書類】

下請関係書類は、施工体制台帳の鏡、施工体系図及び下請契
約書の鏡の写しを施工計画書に綴じ込み工事監督職員に提出
すること。なお、下請総額の範囲外については、下請契約書
の鏡の写しの添付は必要ありません。
※発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設業
法に基づき作成する施工体制台帳には、発注者との契約書の
写し、下請負人との契約書の写し、技術者の資格証の写し、
技術者の雇用関係を証する写し等が必要です。

テキストP3-16参照

提出資料 材料使用承認願

生コンクリートやアスファルトの配合報告書が事務
所で一括保存されている場合は省略できるが、配合
等に変更が生じた場合は随時提出すること。また、
施工計画書の主要材料には記載すること。
各種材料カタログ等は、原則として事務所で一括保
存されている場合は省略できる。
※ＪＩＳ製品は上記資料の提出は不要。

テキストP1-3・P8-4参照

提出資料 完成写真の提出部数等

工事完成時に発注機関に提出する完成写真の提出部
数を本庁契約は２部、その他は１部とする。
また、写真の紙質は写真用紙にする必要はありませ
ん。

R2.11.1以降適用
テキストP6-5、P8-32参照

提出資料 使用量一覧表
現場打ちコンクリートのみ、但しアスファルト合材
及び法面工等工種により必要なものは、監督職員と
協議する。

テキストP1-3、P1-4、P8-3参照
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項目 細目 簡素化の内容 適用日・根拠

提出資料
建設副産物の適正処理

（Ｅ表）
コピーの提出は不要、監督職員の確認を受ける。た
だし、検査時には提示すること。

テキストP1-4参照

提出資料 起工測量
起工測量の結果、設計図書と相違が無い場合は、確
認表と野帳のコピーのみの提出とする。

R2.4.1
テキストP1-5参照

提出資料 工事日誌

請負代金額3000万円未満の工事又は工期が90日未満
の工事については監督職員の指示により省略するこ
とができる。省略した場合は、指示簿等を用いて書
面で指示する。

テキストP8-4参照

施工計画書 総合工程表

舗装工事など工種が少なく工事期間が短期間で終わ
る工事については、監督職員と協議のうえ、技術管
理要綱第5条第1項（３）その他の工程表（様式５）
で代用できる。

テキストP1-4参照

施工計画書
（３）作業主任・資格等

一覧

・現場に掲示し、必要とされる有資格者の記録を保
管する。
・施工計画書には、必要な免許種別を記載した様式
のみを添付。

テキストP1-4参照

検査 舗装抜き取りコア数
１０，０００㎡につき１箇所以上
１０，０００㎡以下は２箇所以上

テキストP1-4参照

その他 遠隔臨場
「段階確認」、「材料確認」と「立会」を必要とす
る作業について遠隔臨場（ウェアラブルカメラ等）
を適用して、受発注者の作業効率化を図る。

R7.3.12日付け６高技管第432号
（一部改正）
テキストP1-5・P1-23参照

単価契約工事 舗装単価契約 テキスト参照

提出資料 工事日誌 全ての工事で省略する。 R7.7.1以降

提出資料 工程管理の報告 月２回を月１回とする。 R7.7.1以降
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５ 高 技 管 第 4 0 6 号

令 和 ６ 年 ３ 月 1 3 日

土木部各課長

土木部各出先機関長

土木部長

ウイークリー・スタンス実施要領の制定について（通知）

これまで、土木部が発注する委託業務においては、設計業務等を円滑かつ効率的

に進めるため、１週間における受発注者間相互のルールや約束事を目標として定め

た「ウイークリー・スタンス実施要領（案）」に基づき業務環境の改善に努めてきま

した。

今般、令和６年４月から建設現場においても時間外労働の上限規制が適用され、

工事現場の環境改善についても喫緊の対応が必要となることから、国土交通省の取

り組みと同様に、別添「ウイークリー・スタンス実施要領」を定めましたので、通

知します。

なお、本通知に伴い「ウイークリー・スタンス実施要領（案）（平成 30 年６月 29

日付け 30 高技管第 87 号技術管理課長通知」は、廃止します。

様

（問い合わせ先）

技術管理課 検査担当

TEL：088-823-9826
建築課 検査担当

TEL：088-823-9870
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ウイークリー・スタンス実施要領

第１ 目的

工事および設計業務等を円滑かつ効率的に進めるため、受発注者間における仕事の

進め方として、ワンデーレスポンスを推進しているが、これに加えて、計画的な工事

の施工および設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事現場および業務

の環境等を改善し、より一層、魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とする。

第２ 対象

高知県土木部が発注する次に掲げる工事又は業務を対象とする。

１ 全ての工事（災害復旧工事・維持工事等緊急を要する場合は除く。）

２ 全ての測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント

業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、土木関係その他業務、発注者支援業

務等（災害対応等緊急を要する場合は除く）

第３ 取組内容

土日・深夜勤務等を抑制するために、原則として、次の項目について受発注者相互

で確認・調整のうえ、取り組み内容を設定する。

１ 月曜日（休日明け）を依頼の期限日としない。

２ ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない。

３ 金曜日（休日前）に依頼しない。

４ 打合せの開始時に終了時刻を定め、原則その時刻内に完了する。

５ （業務時間外にかかるおそれのある）16 時以降は、打合せ開始時間に設定しない。

６ 作業内容に見合った作業期間を確保する。

７ 業務時間外に応答が必要な連絡を行わない。

８ その他、任意に設定する。

（８の例）：

（１）打合せは 10 時～16 時までの時間とする。

（２）ノー残業デー（や金曜日）は定時の帰宅に心がける。

（３）打合せはＷＥＢ会議を活用するなど、効率的な実施に務める。

第４ 進め方

工事又は業務における進め方は、次のとおりとする。

１ 工事

（１） 原則、施工計画の初回打合せ時に、発注者（工事監督員等）から受注者（監理

（主任）技術者等）に本取り組みの目的及び内容を説明するとともに、取り組む

意思、内容を確認し設定する。取り組み期間については、当初打合せ時（実施内

容を設定した日）から工期末までを原則とする。
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なお、ノー残業デーは、受発注者それぞれで設定されている日を包括したもの

とする。

（２） 受注者は、取り組み内容を施工計画書等に記載したうえ発注者に提出し、受発

注者間で共有する。

（３） 施工途中段階において、受発注者間で取り組みのフォローアップ等を行う。

（４） 受注者は、必要に応じて、工期末までに実施結果（効果・改善点等）を整理の

うえ提出し、受発注者間双方で確認する。

２ 業務

（１） 原則、業務計画の初回打合せ時に、発注者（調査員等）から受注者（管理技術

者等）に本取り組みの目的及び内容を説明するとともに、取り組む意思、内容を確

認する。取り組み期間については、初回打合せ時（実施内容を設定した日）から工

期末までを原則とする。

なお、ノー残業デーは、受発注者それぞれで設定されている日を包括したものと

する。

（２） 受注者は、取り組み内容を業務計画書に記載したうえ発注者に提出し、受発注

者間で共有する。

（３） 中間打合せ等を利用し、受発注者間で取り組みのフォローアップ等を行う。

（４） 受注者は、必要に応じて、実施結果（効果・改善点等）を受発注者双方で確認

し、打合せ記録簿に整理する。

第５ 適用

本要領は、令和６年４月１日以降に積算する案件から適用する。

なお、令和６年４月１日以前に積算した案件においても、積極的に取り組むよう努

める。
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　 (1)　工事着手予定日（　　年　　月　　日）　※緊急連絡先の確認　　　□確認　　□未確認

　 (2)　請負代金内訳書 確認　= □提出　　□未提出

　 (3)　工事カルテ(500万円以上10日以内)  提出確認

　 (4)　建退共掛金収納書届出書(契約後30日以内)  確認

　 (5)　技術者等配置確認 □現場代理人　　□主任技術者　　□監理技術者

　 (6)　特記仕様書及び施工条件明示 □確認　　□未確認

　 (7)　中間検査の有無及び時期 □有　　 　□無

　(中間検査は原則1回とする、なお実施時期は工事進捗率30～80%、債務工事等で中間検査が

　複数の場合は適時協議のうえ実施時期を決定する。）

1回目 % 年　　月　　日　　工程指定

2回目 % 年　　月　　日　　工程指定

3回目 % 年　　月　　日　　工程指定

　 (8)　設計図書の照査　□済　□未(予定日　　年　月　日)　　

　 (9)　工事用地の確認  □丈量図

□済　　□末(予定買収日　　　年　　月　　日)　　　□位置確認

□無　　□有(確認事項)

　（10）官公庁等への手続き

□労働基準監督署　　□海上保安部　□道路管理者　□河川管理者　　□その他（　　　　　　　　）

  （11）総合評価方式　□確認 (区分）□高度技術提案型　□技術提案型　□施工計画型　□企業評価型

　（12）ワンデーレスポンス  □確認

　（13）ウィークリー・スタンスの実施

①月曜日（休日明け）を依頼の期限日としない  □実施

②ノー残業デーは勤務時間外の依頼はしない  □実施

③金曜日（休日前）に依頼はしない  □実施

④打合せの開始時に終了時刻を定め、原則その時刻内に完了する  □実施

（ 設定時刻 時 ～ 時 ）

⑤(業務時間外にかかるおそれのある)16時以降は、打合せ開始時間に設定しない  □実施

⑥作業内容に見合った作業期間を確保する  □実施

⑦作業時間外に応答が必要な連絡を行わない  □実施

⑧その他、任意に設定する  □実施

　(例：打合せはＷＥＢ会議を活用するetc)

　（14）情報交換等確認方法

・段階確認実施表　  □　電子メール　　□　紙ベース　　□情報共有

・工事日誌（R7.7.1から不要）  □　電子メール　　□　紙ベース　　□情報共有

・工事に関する確認票  □　電子メール　　□　紙ベース　　□情報共有

・休日・夜間作業届  □　電子メール　　□　紙ベース　　□情報共有

・電子納品に関する各種ﾁｪｯｸｼｰﾄ  □　電子メール　　□　紙ベース　　□情報共有

　（15）その他 □週休２日制　[　□通期　　□月単位　　□週単位　]

□ＩＣＴ施工　□ＩＣＴ施工（簡易型）　□遠隔臨場

□交通誘導員の長時間移動

・法定外の労災保険加入　　□済　　□未（予定　年　月　日）　　

・関係する規制法令等　　　□有　　□無（　　　　　　　法）　　

打ち合わせ記録

　1　確認事項

 □受注 □変更 □完成 □訂正

 □提出 □未提出

用地買収　=

買収条件　=

No,1
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事 務 連 絡

令和６年２月６日

土木部各課長 様

土木部各出先機関長 様

技術管理課長

災害復旧事業等のＩＣＴ活用工事の経費を計上していない工事

の工事成績評定について（通知）

このことについて、ＩＣＴ活用工事の経費を計上していない工事であって、ＩＣＴ活用工

事試行要領に定める全ての施工プロセスが実施された工事（ＩＣＴ活用工事とみなせる工

事）については、「高知県建設工事成績評定要領における「創意工夫」の評価項目について

（通知）」（令和４年９月９日付け４高技管第 278号）により評価することとしていますの
で留意してください。

なお、施工プロセスは、事前に「ＩＣＴ活用工事計画書」により受発注者で協議を行

い、ＩＣＴ活用工事と同等の監督・検査を行うこととしています。

（問い合わせ先）

技術管理課

設計基準担当 TEL：088-823-9826

技査 TEL: 088-823-9825
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令和６年７月１日

ＩＣＴ活用工事実施要領の制定及び改定について（お知らせ）

このことについて、新たにＩＣＴ活用工事（コンクリート堰堤工）の実施要領を定めます。

また、下記の土木工事系工種の実施要領を改定します。

記

１ 新たに制定する実施要領

ＩＣＴ活用工事（コンクリート堰堤工）実施要領

２ 改定する実施要領

（１）ＩＣＴ活用工事（土工）実施要領

（２）ＩＣＴ活用工事（土工 1000m3 未満）実施要領

（３）ＩＣＴ活用工事（小規模土工）実施要領

（４）ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））実施要領

（５）ＩＣＴ活用工事（付帯構造物設置工）実施要領

（６）ＩＣＴ活用工事（舗装工）実施要領

（７）ＩＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））実施要領

（８）ＩＣＴ活用工事（法面工）実施要領

（９）ＩＣＴ活用工事（地盤改良工）実施要領

（10）ＩＣＴ活用工事（基礎工）実施要領

（11）ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋梁上部））実施要領

（12）ＩＣＴ活用工事（構造物工（橋脚・橋台））実施要領

（13）ＩＣＴ活用工事（擁壁工）実施要領

３ 施行日

この要領は、令和６年７月１日から施行する。

問い合わせ先

・要領及び積算に関すること

技術管理課 設計基準担当 TEL 088-823-9826 内線 9826
・施工管理・監督・検査に関すること

技術管理課 技査担当 TEL 088-823-9825 内線 9825
・入札・契約に関すること

土木政策課 契約担当 TEL 088-823-9813 内線 9813
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ＩＣＴ活用工事実施要領

技術管理課のホームページにＩＣＴ活用工事のページを作成しているので、最新の実

施要領等については、以下のアドレスからご確認をお願いします。

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2018030600075/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

問い合わせ先
土木部技術管理課 TEL：088-823-9826

【令和７年７月１日 改定予定】
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令和５年２月 20 日

３次元起工測量及び３次元設計データの作成に要する費用の計上方法について(お知らせ)

このことについて、３次元起工測量及び３次元設計データの作成に要する設計単価を定

め、下記のとおり計上することとしましたのでお知らせします。

記

１ 適用範囲

（１） ３次元起工測量

ＩＣＴ活用工事において、３次元起工測量の費用を計上する工種

※ 港湾工事系の工種は、各試行要領を基に計上する。

（２） ３次元設計データ作成

ＩＣＴ活用工事において、３次元設計データ作成の費用を計上する工種

※ 港湾工事系の工種は、各試行要領を基に計上する。

２ 計上方法

（１） ３次元起工測量の費用

発注者指定型及び受注者希望型ともに設計変更で計上する。

ア ３次元起工測量の測量面積が、10,000m2 未満の場合（別紙１参照）

測量面積に応じた下表の金額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）

に計上する。

イ ３次元起工測量の測量面積が、10,000m2 以上の場合

諸経費を含んだ見積金額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）に

計上する。

（２） ３次元設計データ作成の費用

発注者指定型及び受注者希望型ともに設計変更で計上する。

ア ＩＣＴ土工、ＩＣＴ土工 1000m3 未満、ＩＣＴ小規模土工の場合

（ア） ＩＣＴ活用工事の対象土量の合計が、10,000m3 未満の場合（別紙２参照）

以下の計算式により算出された金額を、全間接費の対象外として共通仮設

費（技術管理費）に計上する。

y = 221052x0.1106 （ y : 金額※1 、 x : 対象土量※2）

※１ 1,000円未満は切り捨てる
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※２ 受発注者協議により決定した、ＩＣＴ活用工事の対象土量

（法面整形を除く）の合計

（イ） ＩＣＴ活用工事の対象土量の合計が、10,000m3以上の場合

諸経費を含んだ見積額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）

に計上する。

イ ＩＣＴ土工、ＩＣＴ土工1000m3未満、ＩＣＴ小規模土工以外の場合

諸経費を含んだ見積額を、全間接費の対象外として共通仮設費（技術管理費）に計

上する。

※電子納品作成費、２次元図面照査、ソフト購入費は設計計上の対象外

３ 適用日

本通知日以降にＩＣＴ活用工事の協議が成立した工事から適用する。

４ その他

令和５年７月１日以降は、積算の手引き（高知県土木部）により計上する。

５ 問い合わせ先

技術管理課 （TEL 088-823-9826）
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（別紙１）

３次元起工測量の対象範囲及び設計計上の方法について

１ 測量面積の決定方法

工事範囲を測量面積とする。

工事範囲 = 測量面積 = 1,345m2
1,345m2 ≦ 2,000m2
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（別紙２）

３次元設計データの対象範囲及び設計計上の方法について

１ 対象とする土量の決定方法

ＩＣＴ活用工事計画書に記載された土量の合計とする。

ＩＣＴ作業土工（床掘）もＩＣＴ土工等の関連

工種としてＩＣＴ活用工事の対象とする場合、

床掘の土量も合計土量に含むことが可能。

※床堀はＩＣＴ建設機械による施工が必須

V = 1,000 + 160 + 84 = 1,244m3

※法面整形は、合計土量に含まない。
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令和５年３月６日

ＩＣＴ活用工事における３次元出来形管理、３次元データ納品及び外注経費等の計上方法

の変更について（お知らせ）

このことについて、令和５年度の国土交通省土木工事積算基準書の改定に伴い当面、下記

のとおり運用することとしましたので通知します。

記

１ 適用範囲

ＩＣＴ活用工事で、３次元出来形管理、３次元データ納品及び外注経費等にかかる費用

を計上する工事

※港湾工事系の工種は、各試行要領を基に計上すること。

２ 計上方法

（１） これまで

共通仮設費率と現場管理費率に、ＩＣＴ活用工事の各試行要領で定められた補正係数

を乗じることで計上。

（２） 今後の運用

これまでの計上方法により算出される金額と、受注者から徴収する見積りとを比較

し、適切に費用を計上する。

３ 適用

令和５年４月１日以降に、入札公告または指名通知を行う工事

４ 問い合わせ先

技術管理課 （TEL 088-823-9826）
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令和７年３月 13日

ＩＣＴ活用工事における発注者指定型（試行）の発注について（お知らせ）

ＩＣＴ活用工事の更なる普及促進のため、ＩＣＴ活用工事実施要領の実施方法における

発注方式について、下記のとおり運用することとしましたので、お知らせします。

記

１ 対象工事

設計金額が 3,000 万円以上の工事のうち、ＩＣＴ活用工事実施要領の工種が土工、土

工 1,000m3 未満、法面工、基礎工、構造物工（橋梁上部）、構造物工（橋脚・橋台）、擁壁

工又はコンクリート堰堤工に該当し、生産性の向上が見込まれるもの。

２ 発注者指定型による発注の選定

１の対象工事から発注者指定型として発注する工事を選定する。

３ 運用方法

２の発注者指定型により発注した工事は、発注者指定型（試行）として、工種毎のＩＣ

Ｔ活用工事実施要領の施工者希望型に基づき実施することとする。

なお、受注者の責によりＩＣＴ活用工事（必須の施工プロセスの全て）が実施されない

場合は、工事成績評定から措置の内容に応じて減点する。

４ 特記仕様書

特記仕様書へ記載する場合は、「施工者希望型」を「発注者指定型（試行）」に変更する。

また、第○条（その他）の前条に以下の条文を追記する。

なお、発注する工事において、複数の工種がある場合には本試行を適用する工種が分

かるよう明記する。

第○条（発注者指定型（試行）の対象工事）

本工事は、発注者指定型（試行）の対象工事であるため、ＩＣＴ活用工事実施要領に

おける「施工者希望型」を「発注者指定型（試行）」と読み替えて実施することとする。

なお、受注者の責によりＩＣＴ活用工事（必須の施工プロセスの全て）が実施されな

い場合は、工事成績評定から措置の内容に応じて減点する。

５ 施行日

この通知は、令和７年４月１日以後から適用する。
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遠隔臨場、Web 会議

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2021021900054/
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注 (１) 受注者は、「変更事項」までを記入したものを３部作成して監督職員に２部提出する。

(２) 監督職員は、記入事項を確認し、「変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ、受注者に１部送付し、各々が相手方押印の

あるものを１部ずつ保管する。

(３)「情報共有システム運用ガイドライン（案）」等に基づき、情報共有システムを利用した場合は、押印を省略できるものとする。

工事条件変更等確認要求書

年 月 日

高知県知事 様

（受注者） ○印

建設工事請負契約書第 18 条第１項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求

めます。

１ 工事名

（工事番号）

２ 工事場所

３ 工期

４ 変更事項

建設工事請負契約書第 18条第１項 3号による。

具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること。）

特記仕様書に基づき、別紙「BIM/CIM 実施計画書」のとおり、
BIM/CIM適用工事を実施したいので確認願います。

添付資料：BIM/CIM実施計画書、見積書、その他参考資料
うえのことについては、次のとおり措置してください。

年 月 日

（受注者）

様

高知県知事 □印

５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合

は不要と書く。）

別紙「BIM/CIM実施計画書※」のとおり、BIM/CIM適用工事の実施を認めます。高知
県 BIM/CIM適用工事実施要領に基づき実施すること。
なお、当該変更に伴う請負代金額の変更は、別途行います。

※認めない項目等があれば適宜修正し返送

【概算増減額：○○千円増】

記載例
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OK

NG
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５ 高 技 管 第 64号

令和５年５月25日

土木部各課長

土木部各出先機関長

技術管理課長

再生資源利用（促進）計画書及び実施書の取扱いについて（通知）

このことについて、資源有効利用促進法省令の改正（令和５年５月26日施行）に伴い、

下記のとおり取扱いを定めましたので、通知します。

今後、受注者は、建設発生土の搬出先の盛土規制法の許可の事前確認等や、搬出後の土

砂受領書の確認等が必要となりますので、適切に処理してください。

なお、「再生資源利用（促進）計画書及び実施書の取扱いの一部改正について（令和４年

12月27日付け４高技管第455号技術管理課長通知）」は、廃止します。

記

１ 提出の義務付け

建設資材の利用量及び建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず、工事請負代金額

が100万円（税込み）以上については、受注者に再生資源利用（促進）計画書及び実施書

の提出を義務付けることとする。ただし、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上となる工

事の場合は、工事請負代金額に係わらず提出することとする。

２ 建設発生土の搬出に関する関係法令の手続の確認

受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画

を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に

ついての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制

法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その結果を記載した書面（別紙

「様式１」）（電磁的記録も可）を再生資源利用促進計画に添付することとする。

なお、手続等の確認の考え方については、別添「確認結果票作成に当たっての解説」に

よること。

３ 再生資源利用（促進）計画書について

(ア)発注者への説明

受注者は、再生資源利用（促進）計画書（確認結果票含む）を施工計画書と併せて提出

するとともに、発注者に当計画書の内容を説明すること。

(イ)現場への掲示

様
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受注者は、再生資源利用（促進）計画書（確認結果票含む）の現場掲示用様式を公衆

が見やすい場所に掲げること。

※現場掲示用様式は、国土交通省ホームページ

（https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_0306

0101credas1top.htm）に記載している様式を使用すること。

４ 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源

利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、

以下の事項を記載した受領書（別紙「様式２－１、２－２」）（電磁的記録も可）の交付を

求め、記載された搬出先の名称及び所在地が、再生資源利用促進計画と一致することを確

認することとする。

(ア) 搬出先の名称（搬出先が工事現場の場合は建設工事の名称）及び所在地

(イ) 搬出先の管理者の商号、名称又は氏名

(ウ) 搬出元（搬出元が工事現場の場合は建設工事の名称）の名称及び所在地

(エ) 建設発生土の搬出量

(オ) 建設発生土の搬出先への搬出が完了した日

５ 建設発生土の搬出元に対する受領書の交付

受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬

入元の管理者に対し、速やかに、４(ア)～(オ)の事項を記載した受領書（別紙「様式２

－１、２－２」）を交付することととする。

６ 保存期間について

受注者による再生資源利用（促進）計画書及び実施書（確認結果票含む）並びに受領

書の保存期間は、工事完成日から５年を経過する日までとする。

７ 特記事項への記載

特記仕様書に以下の内容を記載すること。

第○条 再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出

に係る事前確認及び受領書について

１ 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が 100万円以
上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が 500m3以上の場合、再生資源利用計
画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式１）を建設副産物情報交換シ

ステム（以下「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しな
ければならない。

２ 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が

100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が 500m3以上の場合、再生
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８ 別添資料

・様式１（確認結果票）、様式２－１，２－２（受領書）

・確認結果票作成に当たっての解説

・参考資料_【事務連絡】資源有効利用促進法省令の改正及びストックヤード運営事

業者登録制度について

・参考資料_【別紙１】指定副産物省令及び再生資源省令の補足説明及び運用

９ 適用日

令和５年５月26日以降に契約する工事から適用する。

資源利用促進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン 様式２）を

COBRISにより作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。
３ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利
用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その

他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地

造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、

その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

４ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければな

らない。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やす

い場所に掲げること。

５ 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土
を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬

出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地

が計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やか

に受領書を提示すること。

６ 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したと

きは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

７ 受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日か

ら５年を経過する日まで保存すること。

（参考）COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ
（http://www.recycle.jacic.or.jp）より、利用申請等を行うことができる。

（問い合わせ先）

技術管理課

技査 TEL: 088-823-9825

設計基準担当 TEL：088-823-9826
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様式1

再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●工事

元請建設工事事業者等 （株）○○○○○○○○○○

作成・更新年月日 2023/5/30 工事責任者 ○○　○○

土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果
結果
区分

②

①

建設発生土の搬出先確認結果
Ｎｏ 確認結果 詳細

1 規制未指定
［公共施設用地等］分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

2 規制未指定
［他法令許可等］採石法第３３条の採取計画認
可
登録番号●●県第0000000号

3 公共施設用地等
分類：道路
管理機関名：国土交通省●●河川国道事務所

4 公共施設用地等
分類：河川
管理機関名：●●県●●●●●事務所

5 盛土許可等
盛土規制法第１２条許可
許可番号　●●県第000000号

6 盛土許可等
盛土規制法第２１条届出
令和●年●月●日届出（●●県）
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

7 盛土許可等
●●県●●●●●●●●に関する条例許可
許可番号0000000
国交省登録ストックヤード第0000000-000000号

8 他法令許可等
採石法第３３条の採取計画認可
登録番号●●県第0000000号

9 許可不要工事等
分類：工事付随堆積
元請業者：●●●●建設（株）

10 別途理由
盛土規制法（宅造区域）：許可対象規模未満
土砂条例：許可等対象規模未満
土地所有者：同意確認済

11 別途理由
盛土規制法（特盛区域）：届出対象規模未満
土砂条例：該当なし
土地所有者：同意確認済

12 規制区域外
盛土規制法：宅造区域及び特盛区域外
土砂条例：該当なし
土地所有者：同意確認済

工事名

工区等 確認結果

工事区域 手続確認済（搬出可能）

▲▲工区
手続確認済（区域指定地域に該当し、所管の都道府県等へ汚染土壌の区域外搬出に関する確認

済）

注）　結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる

搬出先名称

●●●●●●道路改良工事

■■■■■■■■■■

●●●●●●道路改良工事

●●県●●●●仮置場

●●●●●土砂処分場

●●●●ストックヤード

●●●●土質改良プラント

●●●●●採石場跡地

●●●●●●●●ビル新築工事

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■
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（受領書記載例） 様式 2-1
令和●年●月●日

（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者(※) ●●●● 様 （受領先）

■■■■■建設工事
責任者(※) ■■■■

土砂受領書

受領先の名称及び所在地：■■■■■建設工事
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内

受領した管理者の商号 ：■■■■建設（株）

搬出元の名称及び所在地：●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内

土砂の搬出量 ：盛土利用等 第 1種建設発生土 ●●●●ｍ３（地山量）
一時堆積 第 1種建設発生土 ●●●ｍ３（地山量）

搬入が完了した日 ：令和●年●月●日
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（受領書記載例） 様式 2-1
令和●年●月●日

（搬出元）
●●●●●建設工事
責任者(※) ●●●● 様 （受領先）

■■■事務所長 ■■ ■■

土砂受領書

受領先の名称及び所在地：■■■■■残土仮置場
■■県■■市■■町■丁目■番地■地内

受領した管理者の商号 ：■■■■事務所

搬出元の名称及び所在地：●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内

土砂の搬出量 ：盛土利用等 第 1種建設発生土 ●●●●ｍ３（地山量）
一時堆積 第 1種建設発生土 ●●●ｍ３（地山量）

搬入が完了した日 ：令和●年●月●日

搬出先が県有地の場合
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（搬出証明書記載例） 様式 2-2
令和●年●月●日

●●●●●建設工事
責任者 ●●●●

土砂搬出及び受領証明書

受領先の名称及び所在地：■■■■資材置き場
■■県■■市■■町■丁目■番地■

受領した管理者の商号 ：●●●●●（株）

搬出元の名称及び所在地：●●●●●建設工事
●●県●●市●●町●丁目●番地●地内

土砂の搬出量 ：一時堆積 第 2種建設発生土 ●●●●ｍ３（地山量）

搬入が完了した日 ：令和●年●月●日

搬出先と搬出元が同一の者である場合
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元請業者が法人の場合、「法人番号公表サイト」で検索し法人番号を記入

選択間違いに注意

着工年月日＜竣工年月日

万円単位
建築・解体工事の場合は記入。
ただし、解体工事については建築面積を記入しなくても可。

単位と選択間違いに注意

エクセル印刷範囲
外にある住所コード
検索機能で検索し、
転記。転記間違い
に注意

現場内利用があった場合は、次頁の
2.建設副産物搬出実施にも必ず記入

品目毎の供給元施設、工事等が
３箇所以上ある場合は、シート2枚目
以降を利用してください。

工事概要は1/4頁目の
計画書に記入したものが
3/4頁目に反映されます。

計画書（建リ法11条通知対応）は1/4,2/4頁目に記入、実施書（建リ法18条報告、）は3/4,4/4頁目に記入

発注機関の選択間違いに注意

※最後に必ず印刷して確認してください。

※行が複数有り、１ページ目に収まらない場合は。シート２枚目以降を利用してください。1-46



様式２ 再生資源利用促進実施書　－建設副産物搬出工事用－
建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と

1.工事概要 表面（様式１）に必ずご記入下さい 新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。

2.建設副産物搬出実施

2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上に ②+③+⑤
わたる時は、用紙を換えて下さい。

km トン トン

トン トン トン km トン トン トン ％

km トン

トン トン トン km トン トン ％

km トン トン

トン トン トン km トン トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン トン トン km トン トン ％

km トン トン

トン トン トン トン km トン トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km トン

トン km トン トン ％

km 地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

km 地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 km 地山ｍ

3
地山ｍ

3
地山ｍ

3 ％

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3

地山ｍ
3 ％

コード*10 コード*11 コード*12 コード*13
1.路盤材 2.裏込材 1.焼却 2.脱水 施工条件について 【建設廃棄物の場合】 【建設発生土の場合】
3.埋戻し材 3.天日乾燥 1.Ａ指定処分 1.売却 8.廃棄物最終処分場（海面処分場） 1.売却 6.工事予定地・仮置場・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ
4.その他 4.その他 （発注時に指定されたもの） 2.他の工事現場 9.廃棄物最終処分場（内陸処分場） 2.他の工事現場（内陸） （再利用の目的がない場合）

2.Ｂ指定処分（もしくは準指定処分） 3.広域認定制度による処理 3.他の工事現場（海面） 7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
注記） （発注時には指定されていないが、 4.中間処理施設（アスファルト合材プラント） ただし、廃棄物最終処分場を除く 8.廃棄物最終処分場（覆土としての受入）

・ 一般廃棄物は記入しないで下さい。 発注後に設計変更し指定処分とされたもの） 5.中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設） 4.土質改良プラント 9.廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）
・ 土壌汚染対策法に基づき処理する土壌は記入しないで下さい。 3.自由処分 6.中間処理施設（サーマルリサイクル） 5.工事予定地・仮置場・ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 10.土捨場・残土処分場

7.中間処理施設（単純焼却） （再利用の目的がある場合）
※ 6,9,10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

○○道路（株）××工場 民間

0

0.000 0

80

0.000

埼玉県上尾市1-1-1 11219 10 5.中合外 72.000

302.000

（％）
百

100

○○（株）チップ化工場 埼玉県川越市2－2－2 11201 15 5.中合外

（株）○○　中間処理施設 埼玉県さいたま市中央区1-1-1 11105

0

100

100

100

100

100

0

0

0.000

100

0

0.000

0

0

603 .000

0.000

2.000

72.000

8.000
8.000

86

20.000
100

0

59

0

300.000

27.000

1.200

1.800

0.000

0.000

302.000

住所コード 運搬距離 うち現場内

改良分
うち現場内

十 一
①

現場内利用・減量 現　場　外　搬　出　に　つ　い　て

⑤再生資源

利用促進量
小数点第三位まで 小数点第三位まで

施工条件の

内容

ｺｰﾄﾞ＊12

搬出先

の種類

ｺｰﾄﾞ

*13

④現場外搬出量

*4

埼玉県上尾市4－4－4 11219 15 5.中合外 1.200

埼玉県さいたま市浦和区3－3－3 11107 13 1.売却 27.000

○○リサイクルセンター 民間

埼玉県上尾市4－4－4 11219 15 5.中合外 1.800○○リサイクルセンター 民間

2,000.000

☆☆☆☆工事 A指定処分 東京都足立区○○2－2－2 13121 28 2.他工(陸) 700.000

■■■■工事 A指定処分 東京都港区○○1－1－1 13103 33 2.他工(陸) 1,300.000

埼玉県桶川市○○3－3－3 11231 20 10.土捨場 422.000

★★★★工事 A指定処分 東京都港区××2－2－2 13103 32 2.他工(陸) 603.000

A指定処分

3,025.000 0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

20.000 0.000
2,603.000

0.000

0.000

場外搬出時

の性状

（掘削等）

=②+③+④

用途

ｺｰﾄﾞ

*10

②利用量
減量法

ｺｰﾄﾞ

*11

③減量化量

建 設 副 産 物 ①発生量

裏面

再生資源利用

促　進　率

特

定

建

設

資

材

廃

棄

物

コンクリート塊 搬出先1 民間

搬出先2

建設発生木材A 搬出先1 民間

の　種　類 現　場　内　利　用 減　量　化
搬出先名称 　搬出先場所住所

区分

112.000 1.路盤材
○○リサイクル（株）○○工場40.000

改良分

埼玉県さいたま市浦和区3－3－3

2.000

15 4.中合材

40搬出先1

搬出先2

埼玉県川越市2－2－2 11201 15 5.中合外

埼玉県さいたま市浦和区3－3－3 11107 15 9.内陸処分

5 7.焼却

千

2.000

搬出先2

金属くず 27.000

民間

（柱、ボードなど木製資材が

廃棄物となったもの） 搬出先2 民間

アスファ ルト・

コンクリート塊
302.000

搬出先1

5.中合外 300.000

1.000

△△（株） 東京都江戸川区○○1－1－1 13123

（立木、除根材などが廃棄物

となったもの） 搬出先2

建設汚泥 300.000

小数点第三位まで 小数点第三位まで 小数点第三位まで 小数点第三位まで

建設発生木材B
2.000

搬出先1 ○○（株）チップ化工場 民間

10.000

搬出先2

搬出先1 ○○金属株 民間

搬出先2

第　一　種
2,020.000 1.路盤材

搬出先1 公共

建設発生土 搬出先2 民間

その他の分別

された廃棄物
0.000

搬出先1

搬出先2

混合状態の廃棄物

(建設混合廃棄物) 搬出先2
0.000

搬出先1

搬出先1

0.000
搬出先1

(建設汚泥を除く) 搬出先2

合　計

生 第　四　種 搬出先1

土 建設発生土 搬出先2

浚渫土以外の泥土
搬出先1

搬出先2

3,045.000

浚渫土 搬出先1

設 第　三　種
1,025.000

搬出先1 公共

発 建設発生土 搬出先2 民間

第　二　種
0.000

搬出先1

建 建設発生土 搬出先2

○○○○受入場

廃塩化ビニ

ル管・継手
1.200

搬出先1

搬出先2

建

 

設

 

廃

 

棄

 

物

その他がれき類 1.000
搬出先1 □□処分場 民間

搬出先2

搬出先2

紙くず 0.000
搬出先1

搬出先2

ｱｽﾍﾞｽﾄ

（飛散性）
0.000

廃プラ スチック

（廃塩化ビニル

管・継手を除く）

1.800
搬出先1

廃石膏ボード

搬出先2

11107

単位間違いに注意

選択間違いに注意

距離は整数入力

エクセル印刷範囲外にあ
る住所コード検索機能で
検索し、転記。転記間違
いに注意。
※現場内利用の場合は、
工事施工場所コードと
あっているか確認

現場内利用があった場合は、前頁の
2.建設資材利用実施にも必ず記入

解体と新築工事を一体的に施工する場合は、搬出工事用は
解体分と新築分に分けてエクセルファイルを作成

品目毎の搬出先施設、工事等が
３箇所以上ある場合は、シート2枚目
以降を利用してください。

※最後に必ず印刷して確認してください。

※行が複数有り、１ページ目に収まらない場合は。シート２枚目以降を利用してください。1-47



1/3

再生資源利用計画書　－現場掲示用－

2.建設資材利用計画
建　設　資　材　（新材を含む全体の利用状況）

％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

合　　　計 ト　ン ト　ン ％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

合　　　計 ト　ン ト　ン ％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

合　　　計 ト　ン ト　ン ％
％
％
％
％
％
％
％
％
％
％

合　　　計 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％

ｍ3 ％
合　　　計 ％

発注者の商号、
名称又は氏名

コンクリート

コンクリート及び
鉄から成る建設資材

アスファルト・
コンクリート

土　砂

砕　石　

年 月 日から

令和 年 月 日まで

再生資源
利用率

分　類 規　格 主な利用用途
利　用　量（A)

小数点第三位まで

再生資材利用量
（Ｂ）

小数点第三位まで
再生資材の供給元施設、工事等の名称 再生資材の供給元場所住所

1.工事概要
法人番号

請 負 会 社 名 作成・更新年月日

会 社 所 在 地 TEL 工事責任者

工　事　名 工事施工場所 工　期
令和

ｍ3

ｍ3

0.000 ｍ3 0.000 ｍ3 0

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ3

0.000 締めｍ3 0.000 締めｍ3 0

ｍ3

ｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

0.000 0.000 0

締めｍ3 締めｍ3

締めｍ3 締めｍ3

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

0.000 0.000 0
ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

0.000 0.000 0
ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

左記のうち、再生資材の利用状況

(B)/(A)×100
ト　ン ト　ン
ト　ン ト　ン

令和 年 月 日
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2/3

再生資源利用促進計画書　－現場掲示用－

2.建設副産物搬出計画

トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン

トン トン トン トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン

トン トン トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン
トン

トン トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン
トン トン

トン トン トン トン
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ3 地山ｍ3 地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3
地山ｍ3 地山ｍ3

地山ｍ3 地山ｍ3 地山ｍ3 地山ｍ3

アスファルト・
コンクリート塊

0.000 トン
0.000 0.000

0.000 トン 0%
第　一　種

建設発生土

0.000 地山ｍ3
0.000 0.000

0.000地山ｍ3
0%

第　二　種
建設発生土

0.000 地山ｍ3
0.000 0.000

0.000地山ｍ3
0%

コンクリート塊

0.000 トン
0.000 0.000

0.000 トン 0%
建設発生木材（柱、ボー
ドなど木製資材が廃棄

物となったもの）

0.000 トン
0.000 0.000

0.000 トン 0%
建設発生木材（立木、除
根材などが廃棄物となっ

たもの）

0.000 トン
0.000 0.000

0.000 トン 0%

建 設 副 産 物
の　種　類

①発生量 現場内利用 現　場　外　搬　出　に　つ　い　て 再生資源
利用促進率

　搬出先名称 　搬出先場所住所 搬出先の種類 ③現場外搬出量 ④再生資源
利用促進量

場外搬出時
の性状

（掘削等）
=②+③

②利用量
うち現場内

改良分 （％）

発注者の商号、
名称又は氏名

令和 年 月 日

会 社 所 在 地 TEL 工事責任者

工　事　名 工事施工場所 工　期
令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

搬出先10

搬出先7
搬出先8
搬出先9

搬出先4
搬出先5
搬出先6

搬出先1
搬出先2
搬出先3

搬出先8
搬出先9
搬出先10

搬出先5
搬出先6
搬出先7

搬出先2
搬出先3
搬出先4

搬出先9
搬出先10
搬出先1

搬出先6
搬出先7
搬出先8
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元高技管第 223 号 

令和２年１月 24 日 

 

土木部各課長 

土木部各出先機関長  様 

 

技術管理課長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

植物系廃棄物（木・竹・草）の除去を発注した場合の処理方法の徹底について（通知） 

 

このことについて、「植物系廃棄物（木・竹・草）の除去を発注した場合の処理方法の改

訂について（通知）」（平成23年１月18日付け 22高建管第820号）により通知しているとこ

ろですが、一般廃棄物の取扱いについては、事前に発生場所の市町村の環境部局と搬出方

法、処理方法等についての協議が必要です。また、協議の結果、一般廃棄物処分業者等に

搬出することとなった場合は、排出事業者が処分業者等と直接契約していただくよう徹底

をお願いします。 

なお、これに伴い平成23年１月18日付け22高建管第820号「植物系廃棄物（木・竹・草）

の除去を発注した場合の処理方法の改訂について（通知）」は廃止します。 

 

 
 

 

（問い合わせ先） 

技術管理課  

ＴＥＬ 088－823－9826 
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植物系廃棄物（木・竹・草）の処理についてのフロー

建設工事や委託業務で一般廃棄物が発生する場合は、必ず事前に発生場所の市町村の環境部局と搬出方法、処理方法等について協議を行ってください。

※ ２　市町村との協議の結果、市町村の処理施設以外に搬出することとなった場合は、排出事業者が処分業者等と直接契約をすること。
※ ３　廃棄物処理法施行規則 第２条の３第１項第２号　再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処分を業として行うものであって市町村長の指定を受けたもの。

植物系廃棄物（木・竹・草）の除去を他者に発注する場合

建設業法上の請負契約

（工事）か？※ １

請負工事
請負工事以外

（委託業務など）

木・枝・根株 竹 草

木くず

（排出事業者が）

収集・運搬を委託する場合

産業廃棄物収集・運搬許可業者に委託

受注者が排出事業者

一般廃棄物

（排出事業者が）

収集・運搬を委託する場合

一般廃棄物収集・運搬許可業者に委託

切る・掘り取る等の人為的

行為により廃棄物が発生

する場合

自然流下や落下等の自然の

作用により廃棄物が発生する

場合

管理者が排出事業者受注者が排出事業者

※ １
「建設業法上の請負契約」とは、契約名称とは関係なく、報酬を

得て建設工事の完成を目的として締結する契約。

建設工事：建設業法上の２９種類

＜建設工事にあたらない業務の例＞

・維持業務における枝はらい及び草刈

・設備関係の保守点検のみの業務

木・枝・根株 竹 草 木・枝・根株 竹 草

搬出方法、処理方法等について市町村の環境部局と協議

産業廃棄物処分業者へ搬出し、処分
下記のいずれかに搬出※ ２し、処分

・市町村の処理施設 ・一般廃棄物処分業者 ・再生利用等指定業者※ ３

別
紙
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公開日 2022年07月07日 更新日 2024年06月11日

一定の規模以上の土地の形質の変更をしようとする場合、形質を変更しようとする30日前までに「一定の規模以上の土地の形質の変更

届出書」の提出が必要になります。

 

届出の内容を審査し、知事が当該土地に土壌汚染のおそれがあると判断した場合、土地の所有者等は土壌汚染状況調査を行うことにな

ります。

 

土壌汚染状況調査は時間・費用等を要し、工事計画やその期間に影響する可能性がありますので、一定の規模以上の土地の形質を変更

しようとする方は、着工まで十分余裕のある時期にご相談ください。

届出の概要については こちら（環境省作成資料）をご覧ください。

1. 土地の形質の変更とは

2. 届出の要件

3. 届出の対象外の工事

4. 届出の期限

5. 提出書類

6. 届出書の提出先

7. 自主調査について

土地の形質の変更とは

土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般を指し、主に盛土と掘削に大別されます。
例としては、以下の行為が該当します。

盛土行為の例 掘削行為の例

土砂等の仮置き・一時たい積

砂利の敷設

道路舗装

掘削

矢板の打設

杭打ち

地盤改良

建築物の基礎の撤去

排水溝の敷設

↑トップに戻る

届出の要件

届出の要否は、形質変更を行う土地の状況と合計面積で判断されます。

主に以下の①または②に該当するものが届出の対象となります。

  形質を変更しようとする土地の状況 届出対象となる形質変更の規模要件

① 現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場等の敷地等 盛土と掘削の合計面積が900㎡以上

② 有害物質使用特定施設が過去から現在まで設置されたことがない土地 盛土と掘削の合計面積が3,000㎡以上

届出対象となる工事面積の考え方について

一定の規模以上の土地の形質の変更届（土壌汚染対策法第４条関係）
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届出対象となる一体と見なすことができる工事は、工区（発注年度）が分かれていても、飛び地になっていても、基本的には、それら

を統合した面積が届出の対象となります。

同一の事業計画や目的の下で行われるものかどうか、個別行為の時間的近接性、実施主体等から総合的に判断されますので、届出の要

否が判断できない場合は、事前にご相談ください。

有害物質使用特定施設について

水質汚濁防止法第２条第２項に規定する「特定施設」であって、同項第１号に規定する「有害物質」を製造、使用又は処理するものが

該当します。

水質汚濁防止法における有害物質の種類のうち、土壌汚染対策法における特定有害物質の種類に含まれていないものがあります。

（例：硝酸性窒素等、1,4-ジオキサン）

↑トップに戻る

届出の対象外の工事

以下の１～６のいずれかに該当する行為（工事）は届出対象外となります。

１．次のいずれにも該当しない行為

土壌を形質変更の対象となる土地の区域外に搬出するもの

土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質変更を行うもの

土地の形質変更（掘削）する部分の最大の深さが50cm以上であるもの

２．農業を営むために通常行われる行為であって、土地の区域外に土壌を搬出しないもの

３．林業の用に供する作業路網の整備であって、土地の区域外に土壌を搬出しないもの

４．鉱山関係の土地において行われる土地の形質変更

５．非常災害のために必要な応急措置として行う行為

６．形質変更が盛土のみの行為

↑トップに戻る

届出の期限

土地の形質変更に着手する30日前まで（設計や契約事務等に係る準備期間は含まれません）

↑トップに戻る

提出書類

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書に係る提出書類は以下のとおりです。

提出部数は１部

提出書類（法4条1項関係）

  書類 備考

1

一定の規模以上の土地の形質変更届出書（様式第6）

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書[DOCX：

13KB]

届出書記載例[PDF：63KB]

形質変更の対象となる場所の所在地について、届出書枠内に

全てを記載することが困難である場合、別途「所在地一覧表」

を作成し、添付すること
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  書類 備考

2

所在地一覧表

所在地一覧表(参考様式)[XLSX：14KB]

所在地一覧表記載例[PDF：26KB]

届出書枠内に形質変更の対象となる所在地を全て記載することが

困難である場合に、作成して添付すること

3

確認表

確認表[PDF：56KB]

・形質の変更が行われる土地の履歴を確認し、特定有害物質の埋

設、

　飛散、流出、地下への浸透、製造、使用、処理、貯蔵又は保管の

　履歴を確認するための書類

4 形質変更を行う場所を示した位置図（周辺図）

・指定様式なし

（例）国土地理院地図に該当の土地の位置をプロットしたもの 等

※地図情報の二次的利用については、その著作権等にご注意くださ

い。

5 形質変更を行う場所の平面図・立面図・断面図

・盛土範囲と掘削範囲は明確に分けること（例：色分け等）

・形質変更の範囲、深さ、面積及び寸法等の情報を記載すること

・A３サイズ以上で印刷すること

6 土地の登記事項証明書

・写し可

・記載の土地の所有者等が死亡するなどし、現に所有者等が別に

　いる場合、別途「土地の所有者等の所在を明らかにする書類」

　を添付すること

7 公図 ・写し可

8 土地の所有者等の所在を明らかにする書類

・「6」の土地の登記事項証明書に記載の所有者以外に該当の

　土地の所有者等がいる場合や同書類をを添付できない場合等

　に提出すること

・形質変更を行う土地の所在地だけではなく、土地の所有者等

　の住所が掲載されていることを確認すること

（例）土地の形質変更工事に関する同意書、戸籍謄本の写し　等

※審査の過程で、上記以外の書類の提出を追加で求めることがあります。

※法第3条第7項及び法第4条第3項に係る届出の添付書類については別途お問い合わせください。

届出者について

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書の届出者については、土地の形質の変更を行う者になります。

該当の工事の発注者と受注者のどちらが届出者になるかは、工事の契約内容等により異なりますので、判断が困難な場合はご相談くださ

い。

↑トップに戻る

 

届出書の提出先

形質変更をしようとする土地が高知市以外の場合

高知県林業振興・環境部環境対策課　環境・再生利用担当

〒780-8570　高知県高知市丸ノ内１丁目７番42号

TEL：088-821-4524　　FAX：088-821-4520

形質変更をしようとする土地が高知市内の場合

高知市環境保全課（TEL 088-823-9471）が窓口になりますので、同課へお問い合わせください。

↑トップに戻る
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自主調査について

法第4条第3項の規定では、土地の所有者等に対して、土壌汚染状況調査の命令がかかることになります。

あらかじめ命令がかかることが判明している場合、土地の所有者等に該当する者全員の同意を得て、事前に自主的な土壌汚染状況調査

を実施し、その結果を届出書等に添付することも可能ですので、別途ご相談ください。（法第4条第2項）

土壌汚染状況調査の結果の報告については、以下の指定様式を用いて提出してください。

土壌汚染状況調査結果報告書[DOCX：14KB]

土壌汚染状況調査結果報告書[PDF：44KB]

土地の所有者等について

土地の所有者等とは、土地の所有者、管理者又は占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し、調査の実施主体として

最も適切な一者に特定されます。

通常は「土地の所有者」が該当しますが、「管理者」又は「占有者」が該当する場合もあります。

これらは土地の管理全般に関する契約関係等から総合的に判断されますので、ご不明な場合はご相談ください。

↑トップに戻る

この記事に関するお問い合わせ

高知県 林業振興・環境部 環境対策課

所在地： 環境対策課　：〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号（西庁舎5階）

電話：

計画推進・一般廃棄物 担当 088-821-4590

新処分場　担当 088-821-4595

産業廃棄物 担当 088-821-4523

環境・再生利用 担当 088-821-4524

ファックス：088-821-4520（環境対策課）

メール： 030801@ken.pref.kochi.lg.jp
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６高土政第 1569 号
令和７年３月 27日

土木部各課長

様

各土木事務所長

土 木 部 長

週休２日制工事実施要領の一部改正について（通知）

このことについて、高知県土木部における週休２日制工事実施要領（平成 29年 10
月２日付け 29高土政第 671号土木部長通知）の一部を別添のとおり改正しましたので、
通知します。

なお、この週休２日制工事実施要領については、高知県土木部が発注する建設工事（建

築工事を除く。）に適用するものとします。

改正内容は下記のとおりです。

記

１ 改正内容

（１） 原則、全ての工事を週休２日制工事（月単位）の対象としました。

（２） 社会的要請により早期の工事完成が必要な工事等（緊急応急工事を含む。）につ

いては、週休２日交替制工事（月単位）の対象としました。

２ 施行日

この改正は、令和７年４月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用します。

３ その他

令和７年度国土交通省の積算基準改定に伴う補正係数の改定等については、別途、

準備ができしだい通知します。

（問い合わせ先）

＜実施要領に関すること＞

土木政策課 契約担当

TEL：088－823－9813
＜積算（土木）に関すること＞

技術管理課 設計基準担当

TEL：088－823－9826
＜積算（港湾）に関すること＞

港湾海岸課 港湾建設担当

TEL：088－823－9884
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1

週休２日制工事実施要領

（趣旨）

第１条 この要領は、現場閉所により週休２日を現場の休工日の基本とする「週休２日

制工事」と技術者及び技能労働者が交替しながら週休２日を確保する「週休２日交替

制工事」を実施するにあたり必要な事項を定める。

（用語の定義）

第２条 この要領における用語の定義は、次のとおりとする。

（１） 通期の週休２日とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」

という。）が、28.5％以上の水準の状態をいう。（週休２日交替制工事の場合は、

28.5％以上（休日率）の休日確保を行ったと認められる状態をいう。）

（２） 月単位の週休２日とは、対象期間内の全ての月毎、かつ対象期間内で現場閉所

率が、28.5％以上の水準の状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日（以下「土

日」という。）の現場閉所では 28.5％に満たない月は、その月の土日の合計日数以

上に閉所を行っている場合に、週休２日を達成しているものとみなす。（週休２日

交替制工事の場合は、28.5％以上（休日率）の休日確保を行ったと認められる状態

をいう。）

（３） 週単位の週休２日（完全週休２日（土日））とは、対象期間内の各週において土

日の現場閉所を原則とし、かつ対象期間内で現場閉所率が、28.5％以上の現場閉所

を行うものとする。なお、受注者自らが土日以外（祝日等）にも現場閉所すること

は可能とする。（週休２日交替制工事の場合は、28.5％以上（休日率）の休日確保

を行ったと認められる状態をいう。）また、各週の始期については、月曜日を原則

とするが、協議により、変更できるものとする。

（４） 現場閉所日とは、あらかじめ定めた休工日であり、１日を通していずれの現場

施工も実施しない日のことをいう。（ただし、巡回パトロールや保守点検等の現場

管理上必要な作業、現場見学会や住民説明会等の開催又は発注者の補助作業を除く）

（５） 現場施工とは、対象期間（工事着手日から工事完成日までの期間）における、

現場事務所の設置・撤去、測量、工区内伐開・除草、資機材の搬入・搬出、その他

仮設物の設置・撤去等の準備作業、仮設工事、本体工事及び後片付けをいう。

（６） 現場閉所率とは、対象期間内の現場閉所日数を対象期間内の日数で除した割合

をいう。

（７） 休日率とは、対象期間内の休日総数を対象期間内の総日数で除した割合をいう。

（８）４週８休とは、通期の週休２日及び月単位の週休２日において、現場閉所率

28.5％以上の休日を確保した状態をいう。
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（対象工事）

第３条 発注者は、全ての工事（港湾工事及び建築工事を除く。）を月単位の週休２日

制工事の対象として発注することを原則とする。なお、港湾工事については、通期の

週休２日制工事の対象として発注することとし、建築工事については、別途定める「高

知県週休２日促進工事実施要領（営繕工事編）」による。ただし、現場施工が７日未

満の工事については対象外とする。

また、社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事（緊急応急工事等）で現場

閉所ができない場合又は受注者から週休２日交替制工事で実施する旨の申出（別紙２

参照）があり、発注者が適当と認めた場合においては、週休２日交替制工事として発

注又は実施する。

（対象期間）

第４条 対象期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とする。また、週休２日交

替制工事においては、施工体制台帳上の元請及び下請の工期（工事着手日から工事完

成日までの期間）とする。ただし、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作

のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらか

じめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なく

される期間（月単位の週休２日を実施中に、降雨又は降雪等により休工日が増加し、

工期の終盤（最終月）において現場作業を余儀なくされた場合など））は含まない。

（休工日の確保）

第５条 休工日の確保は、次に掲げる内容とする。

（１）週休２日制工事

ア 受注者は、工事を実施している期間中の休工日は、巡回パトロールや保守点検

等、現場管理上必要な作業を除く全ての作業を中断し、現場を閉所するものとす

る。

イ 災害時等の緊急対応及び品質管理・安全管理のために連続して行う必要がある

作業等、やむを得ず休工日に作業する場合は、休工日を振り替えできるものとし、

その場合の４週８休も対象工事として認めるものとする。

ウ 降雨、降雪等で作業予定日を休工日とする場合は、休工日を振り替えできるも

のとし、その場合の４週８休も対象工事として認めるものとする。

エ 休工日を振り替える場合は、通期の場合は対象期間内、月単位の場合は同一月

内、週単位の場合は同一週内に限る。

（２）週休２日交替制工事

受注者は、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら４週８休以上

の休日確保を行ったと認められる状態にしなければならない。
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（実施方法）

第６条 第３条により対象とした工事は、別途、土木政策課が行う実施状況に係る調査

の際に、所定の様式により報告するものとする。

２ 発注者は、対象工事の実施にあたって、特記仕様書に週休２日制工事の対象である

旨を明示（別紙１参照）するものとする。

３ 週単位の週休２日（完全週休２日（土日））の実施を希望する受注者は、契約後速

やかに「工事条件変更等確認要求書」（別紙２－１参照）により発注者に確認の請求

を行い、発注者は、確認した結果を受注者に通知するものとする。

４ 受注者は、施工計画書の提出時に対象工事に対応した工程表を作成し、監督職員と

協議する。

５ 受注者は、対象工事である旨を、工事看板等で工事現場に掲示するものとする。（別

紙３参照）

６ 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。

（１）週休２日制工事

ア 土日を閉所日とすることを基本とし、対象期間で４週８休となる工程表を作成

する。

イ 受注者は、第５条第１項（１）イの規定により、やむを得ず工程表で定めた休

工日に作業を行う場合は、事前にその理由を発注者に確認票等の書面（情報共有

システム又は電子メールを含む。）で提出するものとする。

ウ 受注者は、第５条第１項（１）ウの規定により、作業予定日を休工日とする場

合は、休工日の前日までに確認票等の書面（情報共有システム又は電子メールを

含む。）により発注者に報告するものとする。

エ 受注者は、休工日を確保したことが確認できるように工事日誌等に休工日を記

載し、発注者に提出するものとする。

オ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休工日に作業が発生するような

指示等は行わないものとする。

（２）週休２日交替制工事

ア 施工計画書に技術者及び技能労働者の休日を確保するための施工体制や休日

確保状況を証明する方法を具体的に記載する。

イ 受注者は、技術者及び技能労働者が休日を確保したことが確認できるように工

事日誌等と併せて技術者及び技能労働者ごとの休日が確認できる資料（別紙５参

照）を作成し、発注者に提出するものとする。

ウ 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日に作業が発生するような指

示等は行わないものとする。
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（経費の負担）

第７条 対象工事にあっては、別紙４及び別紙４－１に掲げる現場閉所の月単位（港湾

工事においては、現場閉所の通期）の補正を行ったうえで発注するものとし、施工後

に達成状況を確認し、月単位若しくは通期の現場閉所率（週休２日交替制工事の場合

は、休日確保）が 28.5％に満たない場合又は週休２日制工事が週休２日交替制工事

に変更となった場合は、請負代金額のうち当該補正分を減額して契約変更を行うもの

とする。

２ 対象工事ごとの実施方法については、次のとおりとする。

（１）週休２日制工事（通期）

対象期間の現場閉所率を確認し、28.5％に満たないものは、経費等の補正を行わな

い。

（２）週休２日制工事（月単位）

ア 対象期間において、全ての月で現場閉所率を確認し、28.5％に満たない月があ

る場合は、月単位の経費等の補正を行わない。

イ 暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で 28.5％に満たない月は、その月の土曜日、

日曜日の合計日数以上に現場閉所を行った場合に、月単位で週休２日を達成した

とみなす。

ウ 対象期間が７日未満の月については、その月の現場閉所率を確認せず対象外と

することができるものとするが、通期で 28.5％に満たない場合は、月単位の経

費等の補正を行わない。

（３）週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日）））

週単位の週休２日（完全週休２日（土日））を達成した場合においても週単位の経

費等の補正を行わずに、月単位の経費等の補正とする。

（４）週休２日交替制工事（通期）

対象期間に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（休日率）を

確認し、28.5％に満たないものは、経費等の補正を行わない。

（５）週休２日交替制工事（月単位）

ア 対象期間において、全ての月で現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（休日率）を確認し、28.5％に満たない月がある場合は、月単位の経

費等の補正を行わない。

イ 暦上の土曜日、日曜日の現場閉所で 28.5％に満たない月は、技術者及び技能

労働者の平均休日数の割合（休日率）が、その月の土曜日、日曜日の合計日数の

割合以上である場合に、月単位で週休２日を達成したとみなす。

ウ 対象期間が７日未満の月については、その月の技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合（休日率）を確認せず対象外とすることができるものとするが、通期

で 28.5％に満たない場合は、月単位の経費等の補正を行わない。
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（６）週休２日交替制工事（週単位（完全週休２日（土日）））

週休２日交替制工事（週単位（完全週休２日（土日）））を達成した場合においても

週単位（交替制）の経費等の補正を行わずに、 月単位（交替制）の経費等の補正とす

る。

３ 港湾工事については、前項（１）週休２日制工事（通期）のみ適用するものとし、

補正係数は、別紙４－１（港湾工事）のとおりとする。

４ 祝日（国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日）を休

工日とした場合についても、現場閉所率又は休日率に含めるものとする。

（工事成績評定）

第８条 対象工事のうち月単位又は週単位（完全週休２日（土日））を達成した場合は、

「創意工夫」の「その他」項目で加点評価する。なお、達成できなかった場合であっ

ても減点は行わない。

（アンケート調査等）

第９条 発注者が対象工事に関するアンケート調査やヒアリングを実施する場合は、受

注者はこれに協力しなければならない。なお、工事完成後にあっても同様とする。

（その他）

第 10 条 対象工事の実施にあたって、本要領に定めのない事項は、発注者と受注者が

協議して定めるものとする。

附則

この要領は、平成 29年 10 月２日から施行する。

附則

この要領は、平成 30 年 10 月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札

又は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和２年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和３年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和３年７月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則
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この要領は、令和４年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以後に積算を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和５年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和５年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和５年 10 月１日以後に積算を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和６年４月１日から施行し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和６年７月１日以後に積算を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和６年 10 月１日以後に積算を行う工事から適用する。

附則

この要領は、令和７年４月１日から積算し、同日以後に公告を行う一般競争入札又

は指名通知を行う工事から適用する。
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別紙１

※契約後（工事着手前）に、発注者が週休２日交替制工事が適当と認めた工事につい

ては、『週休２日制工事』を『週休２日交替制工事』に替えて、変更契約時に記入

すること。

※港湾工事については、通期の週休２日制工事の対象として発注することから、（月

単位）を（通期）に替えること。

第○条 週休２日制工事の実施について

本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象工

事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。

高知県土木部土木政策課ホームページ

（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/）
なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位若しくは通期の現場閉所率

（週休２日交替制工事の場合は、休日確保）が28.5％に満たない場合又は週休２日制工
事が週休２日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行う

ものとする。

1-63



技術次長 技 査 課 長 チーフ 担当

工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書

令和○年○月○日

高知県知事 様

（受注者）

○印

建設工事請負契約書第18条第１項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。

１ 工事名（工事番号） 県道○○線道路改良工事（○○ 第○○号）

２ 工 事 場 所 高知県 ○○市 ○○町 ○○

３ 工 期 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日

４ 変 更 事 項

建設工事請負契約書第18条第１項第４号による。
具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること）

特記仕様書第●条の規定により週休２日制工事（月単位）とされているところです

が、・・・（理由を記載）・・・のため、週休2日交替制工事（月単位）を実施したいので、
確認をお願いします。

うえのことについては、次のとおり措置してください。

令和○年○月○日

（受注者）

株式会社 ○○建設

代表取締役 ○○ ○○ 様

高知県知事 印

５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く）

上記事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に、週休2日交替制工事（月単位）に対応した工程表
を監督職員に提出してください。

（変更の必要性が認められない場合：上記事項について適当と認められませんので、特記仕様書に記載のとおり、

施工計画書提出時に、週休２日制工事（月単位）に対応した工程表を監督職員に提出してください。）

注 １ 受注者は「４ 変更事項」までを記入したものを３部作成して監督職員に２部提出する。

２ 監督職員は記入事項を確認のうえ「５ 変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ受注者に１部送付

し、各々が相手方押印のあるものを１部ずつ保管する。

別紙２

週休2日交替制工事の場合
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技術次長 技 査 課 長 チーフ 担当

工 事 条 件 変 更 等 確 認 要 求 書

令和○年○月○日

高知県知事 様

（受注者）

○印

建設工事請負契約書第18条第１項の規定により、次のとおり工事条件変更等の確認を求めます。

１ 工事名（工事番号） 県道○○線道路改良工事（○○ 第○○号）

２ 工 事 場 所 高知県 ○○市 ○○町 ○○

３ 工 期 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日

４ 変 更 事 項

建設工事請負契約書第18条第１項第４号による。
具体的事項（必要に応じて図面、写真を添付して説明すること）

特記仕様書第●条の規定により週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日）））で

実施したいので、確認をお願いします。

うえのことについては、次のとおり措置してください。

令和○年○月○日

（受注者）

株式会社 ○○建設

代表取締役 ○○ ○○ 様

高知県知事 印

５ 変更事項に対する措置方法（図面による場合は図示するとともに、措置方法不要の場合は不要と書く）

上記事項について適当と認めますので、施工計画書提出時に週休２日制工事（週単位（完全週休２日（土日）））

に対応した工程表を監督職員に提出してください。

なお、請負代金額の変更対象とはなりません。

注 １ 受注者は「４ 変更事項」までを記入したものを３部作成して監督職員に２部提出する。

２ 監督職員は記入事項を確認のうえ「５ 変更事項に対する措置方法」を回議、押印のうえ受注者に１部送付

し、各々が相手方押印のあるものを１部ずつ保管する。

別紙２－１

週単位で実施の場合
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別紙３

（掲示例）

※受注者は、工事現場の見やすい位置にＰＲ看板を設置するもの

とする。

※週休 2日交替制工事の場合は、「週休２日交替制工事」と
表示するなど、「交替制」であることを明示する。

※上記は掲示例であり、看板のサイズや文面を指定するものでは

ない。

週休２日制工事 実施中

この工事は、建設産業の就

労環境改善に取り組むため、

月単位で４週８休の休工日を

確保する工事です。

受注者：○○建設㈱

発注者：高知県○○土木事務所

1,100

1
,4
0
0

1-66



別紙４

週休２日制工事における経費等の補正係数について

（土木工事） 現場閉所 交替制

通期 月単位 通期 月単位

労務費※１ 1.02 1.04 1.02 1.04

機械経費（賃料） 1.02 1.02 － －

共通仮設費 1.02 1.03 － －

現場管理費 1.03 1.05 1.01 1.03

市
場
単
価
（
土
木
工
事
標
準
積
算
基
準
）

鉄筋工 1.02 1.04 1.02 1.04

ガス圧接工 1.02 1.03 1.02 1.03

インターロッキ
ングブロック工

設置 1.01 1.01 1.01 1.01

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

防護柵設置工
（ガードレー
ル）

設置 1.00 1.01 1.00 1.01

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

防護柵設置工
（ガードパイ
プ）

設置 1.00 1.01 1.00 1.01

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

防護柵設置工
（横断・転落防
止柵）

設置 1.02 1.04 1.02 1.04

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

防護柵設置工（落石防護柵） 1.01 1.01 1.01 1.01

防護柵設置工（落石防止網） 1.01 1.02 1.01 1.02

道路標識設置工
設置 1.00 1.01 1.00 1.00

撤去・移設 1.02 1.03 1.01 1.03

道路付属物設置

工

設置 1.01 1.01 1.01 1.01

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

法面工 1.01 1.02 1.01 1.02

吹付枠工 1.01 1.03 1.01 1.03

鉄筋挿入工（ロックボルト
工）

1.02 1.03 1.01 1.03

道路植栽工
植樹 1.02 1.04 1.02 1.04

剪定 1.02 1.04 1.02 1.04

公園植栽工 1.02 1.04 1.02 1.04

橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01 1.02 1.01 1.02

橋梁用埋設型伸縮継手装置
設置工

1.02 1.04 1.02 1.04
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（土木工事） 現場閉所 交替制

通期 月単位 通期 月単位

橋面防水工 1.01 1.01 1.01 1.01

薄層カラー舗装工 1.00 1.01 1.00 1.01

グルービング工 1.00 1.01 1.00 1.01

軟弱地盤処理工 1.01 1.02 1.01 1.02

コンクリート表面処理工
（ウォータージェット工）

1.01 1.01 1.01 1.01

土
木
工
事
標
準
単
価

区画線工 1.02 1.04 1.02 1.04

高視認性区画線工 1.02 1.04 1.02 1.04

橋梁塗装工 1.01 1.03 1.01 1.03

構造物とりこ
わし工

機械 1.02 1.03 1.01 1.03

人力 1.02 1.04 1.02 1.04

コンクリートブロック積工 1.02 1.04 1.02 1.03

排水構造物工 1.02 1.04 1.02 1.03

鋼製排水溝設置工 1.02 1.04 1.02 1.04

表面被覆工
（コンクリー
ト保護塗装）

固定足場 1.01 1.02 1.01 1.02

高所作業車 1.01 1.02 1.01 1.02

表面含侵工
固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04

高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03

連続繊維シー

ト補強工

固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04

高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03

剥落防止工
（ ア ラ ミ ド
メッシュ）

固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04

高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03

漏水対策材設

置工

固定足場 1.02 1.04 1.02 1.04

高所作業車 1.02 1.04 1.02 1.03

防草シート設置工 1.01 1.03 1.01 1.03

紫外線硬化型
FRPシート設
置工（ポリエ
ステル樹脂）

固定足場 1.01 1.02 1.01 1.02

高所作業車 1.01 1.01 1.01 1.01

塗膜除去工 1.02 1.04 1.02 1.04

バキュームブラスト工 1.01 1.01 1.00 1.01

道路反射鏡設
置工

設置 1.00 1.01 1.00 1.01

撤去 1.02 1.04 1.02 1.04

仮設防護柵設置工（仮設ガー
ドレール）

1.02 1.04 1.02 1.04

機械式継手工 1.02 1.04 1.02 1.04
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※１ 週休 2日の補正対象は、公共工事設計労務単価（51職種）、電気通信技術者、電気

通信技術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価に

ついては補正対象外とする。また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対

象外とする。

※２ ４週８休以上：現場閉所率又は休日率 28.5%以上

（土木工事） 現場閉所 交替制

通期 月単位 通期 月単位

抵抗板付鋼製基礎工 1.02 1.03 1.01 1.02

ノンコーキング式コンク
リートひび割れ誘発目地設
置工

1.01 1.01 1.01 1.01

FRP製格子状パネル設置工 1.00 1.00 1.00 1.00

浸食防止用植生マット工（養
生マット工）

1.02 1.04 1.02 1.04

支承金属容射工 1.02 1.04 1.02 1.04

耐圧ポリエチレンリブ管（ハ
ウエル管）設置工

1.02 1.03 1.02 1.03

現場閉所率又は休日率は次式により算出する。

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×100（％）

休日率＝対象期間内の休日総数／対象期間内の総日数×100（％）

※小数点第２位を切り捨てる。

※対象期間は要領第３条による。

※休日率は、施工体制台帳上に記載の必要がない場合（建設工事の請負契約に該当

しない等）、経費の補正対象でない場合、現場施工が 7日未満の場合等は、算出

の対象としない。
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別紙４－１

週休２日制工事における経費等の補正係数について

（港湾工事） 現場閉所

通期

労務費※１ 1.04

機械経費（賃料） 1.02

共通仮設費 1.03

現場管理費 1.05

市
場
単
価
（
港
湾
請
負
工
事
積
算
基
準
）

底面工 1.03

マット工（アスファルトマット設置・
ゴム系マット設置）

1.00

支保工 1.04

足場工 1.02

鉄筋工 1.04

吊鉄筋工 1.04

型枠工 1.03

コンクリート打

設工

ポンプ車打設 1.04

ポンプ車打設以外 1.04

止水板工 1.04

上蓋工 1.04

伸縮目地工 1.02

係船柱取付 1.04

防舷材取付 1.04

車止・縁金物取付 1.04

係船柱撤去 1.04

防舷材撤去 1.04

車止撤去 1.04

電気防食取付 1.04

防砂目地板取付工（陸上施工） 1.04

防砂目地板取付工（水中施工） 1.03

吸出し防止工
（陸上施工・海上施工）

1.03

港湾構造物塗装工
（係船柱・車止・縁金物）

1.03

ペトロラタム被覆 1.04
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※１ 週休 2日の補正対象は、公共工事設計労務単価（51職種）、電気通信技術者、電気

通信技術員、機械設備据付工、船団長及び潜水世話役とし、それ以外の労務単価に

ついては補正対象外とする。また、工場製作等に係る労務費についても、補正の対

象外とする。

※２ ４週８休以上：現場閉所率 28.5%以上

（港湾工事） 現場閉所

通期
現場鋼材溶接・切断工
（陸上施工・海上施工）

1.04

現場鋼材溶接・切断工（水中施工） 1.04

かき落とし工 1.04

汚濁防止膜設置・撤去・移設 1.03

汚濁防止枠設置・撤去 1.02

灯浮標設置・撤去 1.03

汚濁防止膜保守
管理

海上目視点検作業船
あり・水中目視点検

1.01

海上目視点検作業船
なし

1.04

異形ブロック製
作

型枠工 1.04

コンクリート打設工 1.04

給熱養生 1.03

現場閉所率は次式により算出する。

現場閉所率＝対象期間内の現場閉所日数／対象期間内の日数×100（％）

※小数点第２位を切り捨てる。

※対象期間は要領第３条による。
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【参考：公共工事設計労務単価（51職種）】
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週休２日交替制工事（技術者及び技能労働者ごとの休日確認資料）（例）

工事名（工事番号）：◇◇工事（◇◇第◇◇号）　　　　　工期：　◇◇年10月10日～◇◇年１月31日

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 休日数 対象期間 休日数 対象期間
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

1 A建設　土佐　次郎 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 4 15 9 30
2 A建設　高知　土佐美 ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 4 15 9 30
3 B建設（下請）　南国　三郎 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 3 9 8 30
4 B建設（下請）　本山　良子 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 3 9 9 30
5 C建設（下請）　伊野　花子 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ 0 0 9 30
6 C建設（下請）　幡多　四郎 ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ 0 0 8 30

契
約
日

工
期
始
期
日

工
事
着
手
日

B
建
設
着
手

C
建
設
着
手

14 48 52 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 休日数 対象期間 休日数 対象期間
土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 A建設　土佐　次郎 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 28 7 23
2 A建設　高知　土佐美 ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 28 7 23
3 B建設（下請）　南国　三郎 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 7 28 4 13
4 B建設（下請）　本山　良子 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 9 28 4 13
5 C建設（下請）　伊野　花子 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 8 28 0 0
6 C建設（下請）　幡多　四郎 ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● 9 28 0 0

C
建
設
完
成

対
象
外
期
間
１

対
象
外
期
間
２

対
象
外
期
間
３

対
象
外
期
間
４

対
象
外
期
間
５

対
象
外
期
間
６

B
建
設
完
成

工
事
完
成
日

工
期
終
期
日

49 168 22 72

休日率(28.5%以上) =

10月 29.2% =

11月 28.9% =

12月 29.2% =

1月 30.6% =

別紙５

○：勤務　●：休日

備
考

備
考

11月

12月 1月 1月

11月
No, 技術者及び技能労働者

No, 技術者及び技能労働者

10月 10月

12月

49 ÷ 168

22 ÷ 72

52

総日数

180

÷

÷

休日総数

14 ÷ 48
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公開日 2025年04月01日

　このことについて、「交通誘導警備員の配置について（通知）」（平成29年３月７日付け29高技管第78号技術

管理課長通知）で交通誘導警備員の配置を、「交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行の一

部改正について（通知）」（令和５年６月23日付け５高技管第98号技術管理課長通知）で交通誘導警備員の長時

間移動にかかる費用の積算方法を定めています。

　今般、交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、地域や時期によっては交通誘導警備員の確保が困難な

状況が見受けられていることから、映像解析ＡＩ等による交通誘導システム（以下、交通誘導システム等）の活

用について運用を新たに定め、交通誘導警備員に係る通知を添付のとおりまとめましたので、お知らせします。　

　なお、本通知に伴い、平成29年６月20付け29高技管第78号「交通誘導警備員の配置について（通知）」、令和

２年11月27日付け２高技管第262号「交通誘導警備員の配置について（通知）」、令和３年９月30日付け３高技

管第204号「交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行について（通知）」及び令和５年６月

23日付け５高技管第98号「交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行の一部改正について（通

知）」は廃止します。

 

１　施行⽇　

　　令和７年４月１日から施行し、同日以後に受注者から協議があった工事から適用します。

 

交通誘導警備員の配置及び積算方法について（ＨＰ）[PDF：741KB]

交通誘導警備員の配置に関する確認書[DOCX：13.4KB]

参考：移動距離・時間が分かる資料[PDF：120KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地： 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号

電話： 検査　088-823-9825

  積算　088-823-9826

ファックス：088-823-9263

メール： 170601@ken.pref.kochi.lg.jp

【お知らせ】交通誘導警備員の配置及び積算方法について
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高知県余裕期間設定工事に係る事務取扱要領

（趣旨）

第１条 この要領は、高知県が発注する建設工事において、工期に余裕期間を設定する

工事（受注者が一定の期間内で工事開始日等を選択でき、これが書面により手続上明

確になっている工事をいう。以下、「余裕期間設定工事」という。）について、必要な

事項を定めるものとする。

（対象工事）

第２条 余裕期間設定工事は、発注の時期（年度後半に限定しない）、工事の特性などか

ら、不調・不落の発生が懸念される工事で、余裕期間を設定することにより、解消が

期待できる工事を対象とし、発注者が指定したものとする。

なお、対象工事の選定にあたっては、施工時期の偏在（工期の終期が年度末となる

工事の過度な増加など）を生じることがないよう留意すること。

（工事開始日及び工期の終期日）

第３条 工事開始日等の設定は以下の方式のいずれかとし、発注者において定める。

（１）発注者が工事開始日を指定する方式（発注者指定方式）

（２）発注者が設定した余裕期間（工期の始期日から工事開始日期限までの期間）の範

囲内で、受注者が工事開始日を選択する方式（任意選択方式）

（３）発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と標準工期等をあわせた期間）

の範囲内で、受注者が工事開始日と工期の終期日を決定する方式（フレックス方

式）

２ 工事開始日又は余裕期間は、工事請負契約日の翌日から起算して最大で 180 日とし、

発注者は入札公告等においてその旨を明示しなければならない。明示する内容の例は

第 10 条において定める。

３ 任意選択方式の場合、受注者は、契約締結までに工事開始日を定め、工事開始日通

知書（別紙１－１）により、発注者に通知しなければならない。また、フレックス方

式の場合、受注者は、契約締結までに工事開始日及び工期の終期日を定め、全体工期

通知書（別紙１－２）により、発注者に通知しなければならない。

（工事開始日の変更及び工事着手日）

第４条 発注者指定方式において、契約締結後に工事開始日を変更する必要が生じた場

合は、受発注者で協議の上、工事開始日を変更することができる。

２ 任意選択方式又はフレックス方式において、受注者は、契約締結後に工事開始日を

変更する場合は、工事開始日変更通知書（別紙２－１（工事開始日の前倒し）又は別

紙２－２（工事開始日の延長））により発注者に通知しなければならない。

その場合において、受注者が工事開始日の延長により工期の変更を希望する場合は
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必要に応じて変更契約を行い、それ以外の場合は工期の変更は必要ないものとするが、

工事成績評定における「工程管理」に関する項目の評価点及び工事の一時中止等に伴

う工期延長日数については、実質的に工期が延長されていることを踏まえて決定する

ものとする。

３ 受注者は、特別の事情がない限り、発注者が指定した工事開始日又は前項の規定に

より発注者に通知した工事開始日から 30 日以内に工事に着手し、着手届を提出しな

ければならない。

（工期の設定）

第５条 発注者が指定した工事開始日又は受注者が定めた工事開始日から工期の終期日

までの期間は、発注者が定める工事期間（標準工期又は積上げ工期）を確保すること

を原則とする。

（前金払の請求）

第６条 対象工事の前払金については、工事開始日までは請求できない。

（工事開始日前の現場管理等）

第７条 契約日から工事開始日までの間の当該工事現場の管理は、発注者の責任におい

て行うものとする。

２ 契約締結日から工事開始日までの間は、測量、資材の搬入及び仮設物の設置等の準

備工事を含め、工事に着手してはならない。

（技術者の配置）

第８条 契約締結日から工事開始日までの期間は、準備工事（現場事務所の建設及び測

量の開始など）以前の労働力確保等の調整準備段階であり、監理（主任）技術者及び

現場代理人を配置することを要しない。

（経費の負担）

第９条 余裕期間の設定により増加する経費は、受注者の負担とする。

（入札公告等における記載方法）

第 10 条 余裕期間設定工事を実施する場合は、特記仕様書及び入札公告又は指名通知書

に以下の内容を記載すること。

第○条 余裕期間の設定について

本工事は、円滑な工事施工体制の整備の観点から、契約締結日から工事開始日ま

での間に、余裕期間を設定する。

(１) ※フレックス方式の場合

余裕期間は 180 日とする。受注者は、発注者が設定した全体工期（余裕期間

と標準工期等をあわせた期間）の範囲で、工事の始期及び終期を選択するこ

とができる。

※設計書記載の工事日数又は完成期限には余裕期間を含む。
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附則

この要領は、平成 28年 12 月 26 日から施行する。

附則

この要領は、令和３年２月１日から施行し、同日以降に公告を行う一般競争入札又は

指名通知を行う指名競争入札に適用する。

附則

この要領は、令和４年１月１日から施行する。

附則

この要領は、令和５年４月１日から施行し、同日以降に公告を行う一般競争入札又は

指名通知を行う指名競争入札に適用する。

附則

この要領は、令和７年１月１日から施行し、同日以降に公告を行う一般競争入札又は

指名通知を行う指名競争入札に適用する。

※任意選択方式の場合

余裕期間は 180 日とする。受注者は、発注者が設定した余裕期間の範囲で、

工事の始期を選択することができる。

※設計書記載の工事日数又は完成期限には余裕期間を含む。

※発注者指定方式の場合

工事開始日は令和○年○月○日とする。

※設計書記載の工事日数又は完成期限には余裕期間を含む。

(２)余裕期間は、準備工事（現場事務所の建設及び測量の開始など）以前の労働

力確保等の調整準備段階であり、監理技術者等の配置及び専任を要しない。

(３)契約締結日から工事開始日までの期間は、測量、資材の搬入及び仮設物の設

置等の準備工事を含め、工事に着手してはならない。

(４)その他取り扱いについては、「高知県余裕期間設定工事に係る事務取扱要領」

の規定による。
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【参考資料】①工期の設定（イメージ）

＜発注者指定方式＞

＜任意選択方式＞

※余裕期間を短縮した場合、その分の契約工期も短縮する。
※余裕期間を短縮しても、工期の終期日を決めている場合、契約工期は短縮しない。

＜フレックス方式＞

※全体工期内で、工事開始日と工期の終期日（任意の期間）を決定することができる。
※任意の期間は、発注者が定める工事期間（標準工事日数等）以上を確保することを原則とする。
※余裕期間を短縮した場合、契約工期を短縮する必要はない。
※工期の終期日を決めている場合でも、上記を含めて、任意の期間を決定できる。

②余裕期間を設定した工事の技術者等の配置について（イメージ）

※備考
　・別途履行中の工事に専任配置されている主任（監理）技術者であっても、発注者が設定した余裕期間内に当該別途工事の引渡しが完了するもの
　　については、配置予定技術者として入札参加が可能。

現場代理人の常駐が必要

主任（監理）技術者の専任配置が必要

主任（監理）技術者の配置が必要

契約日

工期の

始期日

（契約日の翌日）

工期の

終期日

余裕期間

180日以内

契約工期

実工期（標準工事日数等）

工事

開始日

工事完成

通知日

工事

着手日

完成検査

合格日

余裕期間中は、

技術者等の配置

が不要

工期の

始期日

（契約日の翌日）

工期の

終期日

契約工期

余裕期間 実工期（標準工事日数等）

30日以内

工事開始日

工期の

始期日

（契約日の翌日）

工期の

終期日

契約工期

余裕期間 実工期（標準工事日数等）

工事開始日

期限

【発注時】

余裕期間 実工期（標準工事日数等）【契約時】

工期の

始期日

（契約日の翌日）

工期の

終期日

契約工期

余裕期間 実工期（標準工事日数等）

工事開始日

期限

【発注時】

余裕期間 実工期（標準工事日数等）【契約時】

全体工期

＋α

180日以内

180日以内

180日以内

180日以内

180日以内
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４高技管第 508 号

令和５年２月 14 日

土木部各課長

土木部各出先機関長 様

技術管理課長

（公印省略）

土木工事標準積算基準書の改定（掘削等に伴うペーラインの計上）

について（通知）

これまで、山側擁壁等の背面型枠を設置しない擁壁等の積算では、設計断面を確保するた

めの余剰掘削分を設計計上の対象外としていましたが、令和５年７月以降は、国土交通省

と同様に、余剰掘削分のコンクリート量及び土量を、下記のとおりペーラインとして計

上することとしましたので、事前に通知します。

記

１ 改定内容

ペーラインによる掘削及びコンクリートの設計計上

２ 計上方法

別紙「ペーラインの計上方法」のとおり

３ 適用

令和５年７月１日以降に土木工事標準積算基準書を用いて積算する工事に適用する。

ただし、港湾請負工事積算基準の歩掛は対象外とする。

また、現在、設計業務を実施中又は今後予定しているものであって、令和５年７月１

日以降に積算する工事においては、ペーラインの数量を算出してください。

４ 問い合わせ先

技術管理課

TEL 088-823-9826
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ペーラインの計上方法

1. コンクリート工について

1）山側擁壁等背面型枠を使用せず、直接切土面にコンクリートが接する場合は、

岩着 10㎝，土砂 5㎝のペーラインを計上する。（裏栗石、裏込砕石を施工する場

合はペーラインを計上しない）

なお、ペーラインコンクリートの数量は擁壁本体数量に含まず別途数量を算出す

る。また、ペーラインコンクリート分の掘削数量も、別途算出し計上する。

（例）

2）材料・手間などの計上方法は基準書によるが，記載の無い場合については材料・

手間とも計上し割り増しの対象とする。

3）均しコンクリートについての岩着の場合は 10 ㎝分を計上する。

4）維持修繕工事及び交安工事において側面部の型枠を計上しない場合はペーライ

ンを計上できる。（土砂・岩とも）

5）小型構造物のペーラインは原則として計上しない。（維持修繕工事・交安工事を

除く）

別紙
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2. 基礎工について

深礎杭の最下端にはぺーラインコンクリート 10 ㎝を計上し、掘削数量もペーラ

イン分を考慮する。なお、工事数量総括表の規格欄には「ペーライン含む」と記載

する。

3. 砂防工について

ぺーラインを岩着は 10 ㎝、土砂は５cm 計上する。なお、工事数量総括表の規格

欄には「ペーライン含む」と記載する。

本堤・副堤・垂直壁・側壁・水叩については、岩盤清掃面積、山留擁壁等構造物

（小型構造物を除く）は、岩着面積をコンクリート量に加算するものとする。

また、間詰については、断面精算時に計上するものとする。
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土木工事の仮設、施工方法等における「指定と任意」の正しい運用について

１ 任意と指定についての基本的な考え方について

高知県建設工事請負契約書において、任意のものと指定のものについて記載があり、

その取扱いは各条項に記載されております。

（高知県建設工事請負契約書：抜粋）

第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、別冊の

設計図書（設計書、図面、共通仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対

する質問解答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（こ

の契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約という。以下同じ。）を履行しな

ければならない。

・・・中略

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（第8条に
おいて「施工方法等」をいう。）については、この契約書及び設計図書に特別な定め

がある場合を除き、受注者がその責任において定める。

２ 実施について

現場条件を十分考慮し、高知県建設工事請負契約書に則り工事を行い、特記仕様書や

施工条件明示書、或いは図面（任意に該当している個所は添付されません。（※１））等に

記載された設計図書の条件を確認してください。

（※１） やむを得ず図面を添付している場合は、その図面に「参考図」と明示されています。

３ 変更について

契約書に添付されている設計図書に条件が明示されているものについて、変更が生じ

た場合は、設計変更の対象となる場合がありますので注意して下さい。また、施工業者

の施工上の都合で、使用機種を変えたり仮設方法（任意）を変更した場合は設計変更の

対象とはなりませんので取扱いに注意して下さい。
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平成２４年７月３１日

土木部発注の工事に係る三者会議の実施について（お知らせ）

工事の品質確保を図るためには、工事の発注者（設計者）から受注者に対して、

設計意図を詳細に伝達するとともに、現場の各種情報を共有することにより、早期

に課題を把握することが重要です。

このことから、設計者及び施工者並びに発注者が、一堂に会する「三者会議」を

下記のとおり行います。

記

１．実施方法

別紙、「三者会議の実施要領」のとおり。

２．適用

平成２４年８月１日

３．対象工事

「三者会議の実施要領」の対象工事のうち、発注者が指定するもの。

発注時に三者会議の実施を決めていない場合でも、施工中に三者会議が必要

となった場合は、受発注者間協議により、対象とすることができるものとす

る。
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５高土政第1517号

令和６年３月18日

土 木 部 各課長

各土木事務所長

土 木 部 長

建設工事における担当技術者の配置について（通知）

建設業界における担い手の育成や、入職後の若手技術者の技術力向上を目的に、高知県が発

注する建設工事において配置する「担当技術者」を定義し、下記のとおり取り扱うこととしま

す。

記

１ 定義・要件

別紙のとおり

２ 施行日

令和６年４月１日

（問い合わせ先）

土木政策課 契約担当

TEL：088－823－9813

様
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別紙

建設工事における担当技術者の配置について

【趣旨】

建設業界における担い手の育成や、入職後の若手技術者の技術力向上を目的に、高知県

が発注する建設工事において配置する「担当技術者」を定義したので、お知らせします。

【定義】

担当技術者とは、現場代理人、主任技術者、監理技術者（特例監理技術者及び監理技術

者補佐を含む。）及び専門技術者以外の者で、主任（監理）技術者のもとで工程管理、品質管

理その他の技術上の管理や技術上の指導監督を補佐可能な技術者とします。

【要件】

１ 35 歳未満又は女性の技術者であること。（資格、実績は問わない。）

２ 受注者と直接的な雇用関係があること。（総合評価方式一般競争入札における加点を

受ける場合は入札参加申請時に申請者と直接的な雇用関係があること。）

３ 当該工事のみに専任※配置できること。

４ 当該工事及び他工事の現場代理人、主任技術者、監理技術者（特例監理技術者及び

監理技術者補佐を含む。）、専門技術者、担当技術者又は経営業務の管理責任者若しく

は営業所の専任技術者との兼任をしていないこと。

５ 施工計画書の現場組織表に記載すること。

６ コリンズに登録し、監督職員による担当技術者の配置状況（担当工事内容・従事期間）

の確認を受けること。

【施行日】

令和６年４月１日から施行します。

【参考】

※専任とは、他の建設現場と兼務せず、専らその該当する建設現場に従事することを意味するため、必ずしも該当

する建設現場に常駐することではない。

※専任を要さない期間

１ 工事現場への立入調査や施工計画の立案等の工事準備に未着手である期間。（着手届提出日前）

２ 工事完成後、完成通知書を提出し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間。（完成通知書提出日後）

３ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベータ等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。

４ 自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間。
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５高技管第 420 号

令和６年３月 25 日

土木部各課長

各土木事務所長 様

技術管理課長

「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」の一部改正について（通知）

このことについて、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について」（令和元年

９月２日付け元高技管第 147 号技術管理課長通知）の一部を別添のとおり改正しましたの

で、通知します。

なお、主な改正内容は、下記のとおりです。

記

１ 主な改正内容

（１）不稼働日は、真夏日に含めないものとします。

（２）主たる工種が屋内作業の場合であっても空調設備等がなく屋内環境が屋外と同等

と認められる場合は対象とすることができることとします。

（３）既契約工事における変更の項目を削除します。

２ 施行日

この通知は、令和６年４月１日以後に契約した工事から適用する。

（問い合わせ先）

技術管理課 田中、川原

TEL 088-823-9826
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熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について（通知）

令和元年９月２日元高技管第 147 号

土木部各課、土木部各出先機関長あて

技術管理課長

近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費

に関して、下記のとおり現場管理費の補正を試行することとしましたので通知します。

記

１．用語の定義

（１）真夏日

日最高気温が 30℃以上の日をいう。

夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

ＷＢＧＴを用いる場合は、ＷＢＧＴが 25℃以上の場合とする。

ただし、不稼働日は真夏日に含めないものとする。

（２）工期

工事着手日から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼

働日、後片付け期間の合計をいう。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工

事全体を一時中止している期間は含まない。

（３）真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期

※「真夏日率」は、小数点以下３位を四捨五入して２位止めとする。

２．対象工事

主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。

ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。

主たる工種が屋内作業の場合であっても空調設備等がなく屋内環境が屋外と同等と認

められる場合は対象とすることができる。

３．積算方法等

（１）補正方法
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現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場

管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

ただし、「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」及び「緊急工事の

場合」と重複する場合においても最高２％とする。

補正値（％） ＝ 真夏日率 × １．２

※「補正値（％）」は、小数点第以下３位を四捨五入して２位止めとする。

（２）現場管理費

現場管理費 ＝ 対象純工事費 ×（（現場管理費率×補正係数）＋ 補正値）

※「補正係数」は、土木工事標準積算基準書における「地域補正の係数」をさ

す。

４．気温の計測方法等

（１）計測方法

受注者は、熱中症対策に資する現場管理費補正を希望する場合は、工事着手前に

気温の計測方法及び計測結果の報告方法について発注者と協議しなければならな

い。（別紙１参照）

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表してい

る観測地点の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を用いることを標準とする。

ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温測
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定方法に準拠した方法により得られた測定結果を用いることも可とする。

なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

（２）計測結果の報告

受注者は、計測結果の資料を整備し提出しなければならない。

５．対象工事である旨の明示

熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う対象工事である旨を特記仕様書（別

紙２）に明示するものとする。

６．施工箇所点在型への適用

施工箇所点在型工事については、点在する工事毎に補正を行うことができるもの

とする。

７．その他

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合は発注者と受注者

が協議して決定するものとする。

附 則（令和元年９月２日元高技管第 147 号技術管理課長通知）

本通知は、平成 31 年４月１日以後に契約した工事から適用する。

附 則（令和６年３月 25日５高技管第 420 号技術管理課長通知）

本通知は、令和６年４月１日以後に契約した工事から適用する。
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５高技管第 425 号

令和６年３月 29 日

土木部各課長

土木部各土木事務所長 様

技術管理課長

舗装版切断時に発生する排水の処理及び積算について（通知）

このことについて、排水吸引機能を有する切断機械等により舗装版を切断した際に発生

する、ブレード冷却水と切削粉が混じり合った排水を建設汚泥として処理する方法等を下

記のとおり定めましたので、通知します。

記

１ 建設汚泥の処理方法

「公共工事における建設副産物等の取扱いについて（平成 19年３月 26日付け 18 高

建管第 883 号建設管理課長通知）」の建設汚泥によるもとのする。

（１）再資源化施設（中間処理施設）に搬出し、製品化する

ただし、工事現場から５０ｋｍ範囲内に再資源化施設が無い場合は、縮減（脱水

等）を行った上で最終処分することができる。

２ 積算方法

運搬費と処分費の合計が最も経済的になるよう、次のとおり積算する。

（１）計上数量

ア 実施設計時の計上数量は、次の式により算出する。

Ｖ＝0.023×ｔ×Ｌ

Ｖ：建設汚泥量（㎥）、ｔ：切断厚（ⅿ）、Ｌ：切断延長（ⅿ）

イ 変更設計時の計上数量は、実績の処理量※とする。

※産業廃棄物管理票（マニフェスト）等で確認

（参考）建設汚泥の単位体積重量は 1.4ｔ/㎥とする

（２）建設汚泥の収集・運搬

収集は、土木工事積算基準書第Ⅳ編第３章『舗装版切断』に含まれる。

運搬は、土木工事積算基準書第Ⅱ編第３章『泥水運搬工』により計上する。

（３）建設汚泥の処分費

「労務及び資材単価表」の『処分料（カッター汚泥）』により計上する。

※別添、「カッター汚泥処分業者一覧」参照

３ 特記仕様書への記載

舗装版切断を行う場合は、特記仕様書に次の内容を記載する。
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４ 適用日

本通知は、令和６年４月１日以後の単価適用年月日による設計書から適用する。

第○条 舗装版の切断作業時に発生する排水の処理

舗装版切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を

有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、適正に

処理するものとする。

また、処理数量については、処理実績により変更契約するものとする。

なお、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）を監督職員から請求

があった場合は提示しなければならない。

（問い合わせ先）

技術管理課 川原、田中

TEL 088-823-9826
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６高技管第 219 号

令和６年９月９日

土木部各課長

土木部各出先機関長 様

技術管理課長

「ＮＴＴ架空ケーブル等への防護施設設置等に係る積算について（通知）」の

一部改正について（通知）

このことについて、「ＮＴＴ架空ケーブル等への防護施設設置等に係る積算について」

（平成 29 年２月 27日付け 28高技管第 292 号技術管理課長通知）の一部を別添のとおり

改正しましたので、通知します。

なお、主な改正内容は、下記のとおりです。

記

１ 主な改正内容

（１）(株)ＳＴＮｅｔ通信ケーブルへの防護管取付に係る費用の計上について

これまで(株)ＳＴＮｅｔが負担していた防護管取付費用について、令和６年 10

月１日以降の申込みから事業者負担とする見直しがあったことに伴い、防護管の設

置が必要と判断された場合は、その費用を計上することとしました。

２ 施行日

この改正は、令和６年 10月１日から施行し、同日以降に受注者から協議があったも

のから適用する。

（問合せ先）

技術管理課 髙村、髙橋

TEL 088-823-9826
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ＮＴＴ架空ケーブル等への防護施設設置等に係る積算について（通知）

平成 29 年２月 27 日 28 高技管第 292 号

改正 令和６年３月７日 5 高技管第 400 号

土木部各課、土木部各出先機関長あて

技術管理課長

これまで、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」という。）が所有する架空ケーブル

等に近接して工事を行う場合、架空ケーブル等への防護施設（ケーブルカバー等）の設置費

用については無償とされていましたが、平成 28 年 7 月 1 日受付分からは有償となる工事内

容が定められており、この度、別添のとおり改めて通知があったところです。

ついては、下記のとおり、発注者が費用を負担する必要がある場合の積算方法を定めま

したので、関係職員に周知してください。

記

１ ＮＴＴ架空ケーブルの場合

（１）費用負担

ア 施工条件からＮＴＴの架空ケーブルに防護施設の設置が必要と判断された場合

（別紙 有償・無償判例パターン参照）、発注者の負担とされている費用（別表 料

金表参照）について、変更協議の対象とする。

イ 作業に伴う交通誘導警備員が必要な場合は、その費用も含むこととする。

ウ 受注者の都合により防護施設を設置する場合は対象としない。

（２）積算方法

ア 設計変更で対応する。

イ 受注者に対し見積徴収を行い、ＮＴＴが定める料金表により算出された金額で

あることを確認する。

ウ 作業に伴う交通誘導警備員が必要な場合は、その費用が適切に計上されている

か確認する。ただし、設計労務単価と同額である必要はない。

エ 共通仮設費（積上分）の安全費に「架空ケーブル防護施設費１式」等として見積

額を計上し、現場管理費及び一般管理費等の対象外とする。

２ 四国電力(株)架空線・(株)ＳＴＮｅｔ通信ケーブルの場合

（１）費用負担

ア 施工条件から四国電力(株)の架空線又は(株)ＳＴＮｅｔの通信ケーブルに防護

管の設置が必要と判断された場合、その費用について、変更協議の対象とする。
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イ 変更協議時には、受注者から必要設置箇所や延長がわかる資料の外、四国電力

(株)防護管センターの「建設用防護管取付サービス料金 概算額算定シート」を徴

集すること。

▼四国電力(株)防護管センターURL（参考）
https://www.yonden.co.jp/nw/bougokan/index.html

ウ 受注者の都合により防護管を設置する場合は対象としない。

（２）積算方法

ア 設計変更で対応する。

イ 設置費用は、四国電力(株)防護管センターの御利用明細書の金額（税抜）とする。
なお、御利用明細書は、受注者から徴集するものとする。

ウ 共通仮設費（積上分）の安全費に、「防護管取付費（１式）」等として、上記イの

御利用明細書の金額（税抜）を計上し、現場管理費及び一般管理費等の対象外とす

る。

エ 四国電力(株)の架空線と(株)ＳＴＮｅｔの通信ケーブルの防護管を同時に設置

する場合、基本料金は１回のみ計上する。

附 則（平成 29年２月 27日 28 高技管第 292 号技術管理課長通知）

本通知は、平成 29年２月 27 日から施行する。

附 則（令和６年３月７日５高技管第 400 号技術管理課長通知）

本通知は、令和６年４月１日から施行し、同日以降に受注者から協議があったものから適

用する。

附 則（令和６年９月９日６高技管第 219 号技術管理課長通知）

本通知は、令和６年 10 月１日から施行し、同日以降に受注者から協議があったものから

適用する。
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令和７年３月 17日

現場環境改善費の積算方法について（お知らせ）

このことについて、工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係，営繕関係，安全関

係）及び地域連携にかかる費用の積算方法を下記のとおり定めましたので、お知らせしま

す。

記

１ 目的

公共事業の円滑な執行を図るべく、地域との連携の下に行う工事の現場環境改善費の

算定について必要な事項を定めることにより、当該工事の適正な積算に資することを目

的とする。

２ 対象となる現場環境改善費

別表第１及び熱中症対策・防寒対策に関する費用

３ 適用の範囲

土木工事標準積算基準書に基づき積算する工事において、周辺住民への生活環境へ

の配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うた

めに実施するもので、その効果が期待できる屋外工事を対象とする。

４ 積算方法

（１）基本的な考え方

ア 現場環境改善費に要する費用（熱中症対策・防寒対策に要する費用を除く）は、

原則として当初設計から計上するものとする。

また、標準的な実施内容（別表第１の実施する内容）を設計図書（施工条件明

示）に明示するものとする。

なお、災害復旧事業は、費用計上の対象外とする。

イ 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、

率分での計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとす

る。

なお、積み上げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と

重複がないことを確認し、率分で計上される額の 50％を上限とする。

ウ 費用が巨額となるため現場環境改善費率分で計上することが適当でないと判断さ
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れるものは、実施内容を設計図書（施工条件明示）に明示するとともに、その費

用を「物価資料」または見積等を参考に適切に計上するものとする。

なお、災害復旧事業は、費用計上の対象外とする。

（２）積算方法

ア 算出方法は以下のとおりとする。

算 出 式

Ｋ＝ｉ・Pi＋α

ただし Ｋ：現場環境改善費（単位：円，1000 円未満切り捨て）

ｉ：現場環境改善費率（単位：％，少数第３位四捨五入２位止め）

Pi：対象額（直接工事費「処分費等を除く」＋支給品費＋無償貸付機械等評価額）

α：積上げ計上分（単位：円，1000 円未満切り捨て）

イ 率に計上されるものは、別表第１の内容のうち原則として、各計上費目（現場

環境改善のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ず

つ（ただし、いずれか１費目のみ２内容）の合計５つの内容を基本とした費用で

ある。また、選択にあたっては地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費

目数及び実施内容を変更しても良い。

ウ 積み上げ計上分（α）に計上されるものは、４（１）イの「熱中症対策・防寒

対策に関する費用」及び４（１）ウの「率分で計上することが適当でないと判断

されるものの費用」である。

エ なお、経費率は現場環境改善費の各費目を１本化した全体での率である。

オ 現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。

５ 留意事項

（１） ４（１）アの「標準的な実施内容」の記載については、［別表第１］の計上費

目（仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携）の４項目全てにおいて、実施す

る内容（率計上分）から受注者が選択できるよう複数の項目を記載すること。

対象額 ： Pi
現場環境改善費率： ｉ (％)
市街地 左記以外

直接工事費(処分費等を除く)
＋

支給品費

＋

無償貸付機械等評価額

５億円以下の場合 ｉ＝56.6・P i -0.174 i＝39.9･Pi-0.201

５億円を超える場合 1.73 0.71
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※ 受注者は、各計上費目ごとに１内容ずつ（ただし、いずれか１費目のみ２内

容）の合計５つの内容を選択し実施する必要がある。

（２） ４（１）イの「熱中症対策・防寒対策に関する費用」については、以下に留意す

ること。

ア 熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規模、設置期

間及び概算費用等について、事前に受発注者協議（18 条協議）の上、決定する

ものとする。

イ 費用は、変更設計時に見積等による価格を計上する。

ウ 熱中症対策・防寒対策に関する施設や設備について、リース品の場合は、当

該工事における施設・設備の設置期間分のリース費用を計上する。

エ 購入品の場合は、当該工事における施設・設備の設置期間分の減価償却費を

計上する。

オ ４（１）イにおける「作業員個人の費用」とは、主に作業員個人に対する熱

中症対策・防寒対策費用であり、塩飴、経口補水液等効果的な飲料水、空調

服、熱中症対策キット、カイロ、ヒーターベスト等が該当し、費用計上の対象

外とする。

なお、熱中症対策に資する「作業員個人の費用」は、現場管理費及び「熱中

症対策に資する現場管理費の補正の試行について」（令和６年３月 25 日付け）

による補正の加算額に含まれる。

カ 現場環境改善費の率分（ｉ・Pi）を計上しない場合においても、「熱中症対

策・防寒対策に関する費用」を単独で計上することができるものとする。

キ 災害復旧事業においては、「熱中症対策に関する費用」のみ計上することがで

きる。

（３） ４（１）ウにおいて、実施内容を設計図書（施工条件明示）に明示されている内

容に変更が生じる場合は、受発注者協議により変更設計できるものとする。

６ 対象工事である旨の明示

現場環境の改善を図るため、熱中症対策・防寒対策を実施する対象工事である旨を特

記仕様書（別紙１）に明示するものとする。

７ その他

本通知について、令和７年７月１日以後は、土木工事標準積算基準書及び積算の手引

きによるものとする。
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８ 施行日

令和７年４月１日以後に積算する工事から適用する。

ただし、既に契約している工事についても受発注者協議のうえ、適用できるものとす

る。
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［別表第１］

計上費目 実施する内容（率計上分）

仮設備関係

１.用水・電力等の供給設備
２.緑化・花壇
３.ライトアップ施設
４.見学路及び椅子の設置
５.昇降設備の充実
６.環境負荷の低減

営繕関係

１.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）
２.労働宿舎の快適化
３.デザインボックス（交通誘導警備員待機室）
４.現場休憩所の快適化
５.健康関連設備及び厚生施設の充実等

安全関係
１.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）
２.盗難防止対策（警報器等）

地域連携

１.完成予想図、２.工法説明図、３.工事工程表
４.デザイン工事看板（各工事 PR看板含む）
５.見学会等の開催（イベント等の実施含む）
６.見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営
７.パンフレット・工法説明ビデオ
８.地域対策費（地域行事等の経費を含む）
９.社会貢献
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別紙１

特記仕様書記載例

第○条

土木部が発注する土木工事標準積算基準書に基づき積算する工事において、現場環境

の改善を図るため、熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や規

模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行うこと。

なお、協議により認められた費用については、設計変更の対象とする。
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